
 

 

 

消防学校における教育訓練に関する検討会 

 

報 告 書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月 

 

消防学校における教育訓練に関する検討会 
 

 

 

 

 



 

 



は じ め に 

 

 

 

全国の消防本部においては、平成１９年度前後から職員の大量退職期を迎え、これに伴う新

規採用者の大幅な増加により、組織の急速な新陳代謝（世代交代）が進んだ。また、専門的知

識や経験を積んだベテラン層の消防職員が減少し、経験の浅い若年層の消防職員が急速に増加

したことにより、災害対応力の低下が懸念されている。 
災害の態様は複雑多様化に加えて大規模化の様相を強めており、大規模な自然災害の発生に

伴う緊急消防援助隊派遣時の活動も含め、より高度な活動が求められている。さらに、高齢者

施設や有床診療所での火災など、これまでに経験のない態様の火災の発生を受けた消防法令等

の改正に伴い、予防業務の高度化・専門化も進んでいる。 
消防学校における教育訓練は消防職員及び消防団員を主な対象としているが、その教育訓練

内容を定めた「消防学校の教育訓練の基準（以下「教育訓練基準」という。）」は平成１５年度

に全部改正が行われて以降、消防団員の教育訓練については昨年度改正しているが、消防職員

の教育訓練に関しては見直しがないまま１０年余が経過しており、昨今の消防を取り巻く状況

の変化等を考慮した検討が必要な時期となっている。 

このような背景のもと、消防職員が適切に職務を遂行していくためには、知識・技術の更な

る向上が必要であることから、その基礎となる消防学校における教育訓練を充実させるための

方策等を検討するために「消防学校における教育訓練に関する検討会」を開催し、教育訓練に

係る現場の声を求めながら検討を重ねてきた。 
 
本報告書では、検討会での議論、全国の消防学校へのアンケート調査、消防学校現地調査等

の結果を踏まえ、教育訓練基準の見直しや人材活用方策などに関する方向性と具体的な内容を

取りまとめた。 
今回の検討結果を踏まえ、消防庁においては、教育訓練基準及び「消防学校の施設、人員及

び運営の基準」の一部改正を行い、また、必要な助言等を行っていく。 
消防職員の教育訓練を行う消防学校の役割は、今後ますます重要になっていくものと考える

が、これを機に、改めて、各消防学校をはじめ、各消防機関におかれては、相互の連携・協力

を図りつつ、効率的かつ効果的な教育訓練の実施に努められることをお願いする。 
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第１章 消防学校における教育訓練に関する検討の課題と背景 

 

消防学校の設置については、「都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除く

ほか、単独に又は共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置し

なければならない。」（消防組織法第５１条第１項）、「指定都市は、単独に又は都道府県と共同

して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置することができる。」（同

条第２項）とされている。従前は、東京消防庁消防学校と４６道府県８指定都市に合計５５校

の消防学校が設置されていたが、大阪府・大阪市が消防学校の統合を行ったことから、平成２

６年４月１日以降は計５４校となっている（大阪府・市消防学校の統合については第３章に記

載）。 

 なお、本報告書においては、東京都消防訓練所と東京消防庁消防学校を１校として計上し、

区分上は指定都市等に含めて取り扱うものとする。 

 

詳細は後述するが、消防の分野においては、概ね平成１９年度から消防職員の大量退職期を

迎え、これに伴い必然的に新規採用者が大幅に増加する中、組織の急速な新陳代謝を前提に、

いかにして組織的に消防力を維持していくかが課題とされてきた。 

このことは、各消防本部にとどまらず、消防学校においても共通の課題であり、平成１４年

度から１５年度にかけて開催された「消防職団員の教育訓練に関する検討会」では、新規採用

者（初任教育受講者）の増加により宿泊施設の収容人員に不足が生じること、また、それを避

けるため初任教育を１年度に２回開講した場合は消防職員の専科教育や消防団員を対象とする

教育訓練にしわ寄せがくるおそれがあることなどが指摘された。 

この検討会の提言に基づき、「消防学校の教育訓練の基準（以下「教育訓練基準」という。）」

に定める各科・各課程について必要度の精査と時間数の見直しがなされるとともに、より柔軟

性のあるものへと改正が行われた。各消防学校においては、施設及び人員の量的な拡充が容易

でない中、限られた資源を効率的・効果的に活用すべく工夫しながら、教育訓練基準に基づき

消防職団員に対する教育訓練を行ってきたと思われる。しかし、大量採用に加えて救急需要の

全国的な増加に伴い救急資格者の養成が急務となったことなどもあり、初任教育と救急科で手

一杯となる消防学校もあった。その結果、本来、まんべんなく開講されることが望ましい専科

教育や幹部教育の中には開講実績の低いものも発生している。 

また、平成１５年度に教育訓練基準の全部改正が行われて以降、１０年余が経過しており、

昨今の消防を取り巻く状況の変化等を考慮した見直しが必要な時期となっている。消防職員の

新陳代謝（世代交代）が進み、今後は、数年後に現場活動の主力となる２０代半ばから３０代

後半の職員に対する教育訓練（主に専科教育）がこれまで以上に必要となることを踏まえ、本

検討会では、各教育訓練内容の見直し、教育訓練体制（主に人員）の充実、消防学校間の連携

等について検討を行い、消防学校における教育訓練の更なる充実に資することを目的とする。 

なお、検討にあたっては近年、大規模な自然災害等の発生に伴い緊急消防援助隊等の派遣が

増加し、消防機関だけでなく他機関との連携機会も増えていることや消防法施行令の改正等に

よる予防業務の高度化・専門化等、消防業務の変化なども踏まえる必要がある。   
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第２章 教育訓練内容及び訓練施設等について 

１ 現状と課題 

➢ 消防学校で行う教育訓練の標準的な教科目及び時間数その他必要な事項を定めた教育訓

練基準については、平成１５年の全部改正により、必要度の希薄となった教科目等の改廃

を行うとともに、社会情勢や各消防学校により異なるさまざまな事情に対応できるよう、

柔軟性を持たせたものとされた。その後、１０年余が経過し、一部の専科教育や幹部教育

では、開講実績に乏しいものも出てきている。これは、概ね平成１９年度以降の大量退職

期に新規採用者（初任教育受講者）が増加したことにより、消防学校によっては、それま

で各年度１回の開講だった初任教育を複数回実施する必要が生じるなど初任教育に係る負

担が増し、その影響から各専科教育・幹部教育を同等の頻度で開講することが困難となっ

たため、優先度の低いものについては、隔年実施等とされたことなどが主な要因と考えら

れる。 

また、新規採用者（初任教育受講者）の増加により初任教育、特に実技訓練における練

度の低下が懸念されている。これは、実技訓練に際しては、施設・資器材の数に限りがあ

るため、初任教育受講者は当然に各種訓練を順番に実施することとなるが、初任教育受講

者数の増加により、一人当たりの訓練実施回数が減少し、充分な訓練ができていないこと

などが背景にあるものと推測される。 

➢ さらに、図表１のとおり、平成１５年度と平成２５年度における消防職員（吏員）の年

齢構成について比較すると、明らかに年齢構成のバランスが変化しており、４０代前半か

ら５０代半ばにかけてのベテラン層が大幅に減少し、経験の浅い２０代の若年層と今後部

隊活動等において中心となる３０代の中堅層が増加している。さらに、図表２で示す火災

件数等の減少に伴い、若年層の現場経験が減少傾向にあることなどから、安全管理を含め

た災害対応力の低下が懸念されており、今後は、これらの層に対する専科教育等をいかに

して充実させていくかが課題である。 

 

（図表１ 年齢別消防職員（吏員）数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※各年度の「消防防災・震災対策現況調査」の結果から作成
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（図表２ 火災件数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 以上のことから、今後は大量退職に伴う大量採用の流れが落ち着く段階に入ることを踏

まえ、初任教育はもとより専科教育の充実が求められる。中でも実技を伴う教育訓練にお

いて、災害を想定した訓練や安全管理に関する教育をいかにして充実させるかが課題とな

っている。 

一方、教育訓練内容の充実にあたっては、単に時間数やカリキュラムを増やす等の手法

は現実的ではない。職員の入校期間中は派遣元の消防本部に欠員が発生することから、教

育訓練時間数の安易な増加は消防本部側の負担増をもたらす。このようなことから、消防

学校において行われる教育訓練については、消防職員として求められる知識・技術等を精

査した上で、消防本部等の負担を考慮しながら、時間数を検討することが必要である。 

➢ 各消防学校において、専科教育、とりわけ実技を伴う教育訓練を充実させるためには、

教員数の確保と実践的訓練施設の充実が求められる。 

➢ まず、教員数については「消防学校の施設、人員及び運営の基準（以下「施設等の基準」

という。）」に定める教員数では初任教育の実科訓練等における学生の安全管理面において

不安が生じているとの意見が検討会において多数挙げられたことからも、多くの消防学校

が抱える切実な課題といえる。 

なお、道府県の消防学校では、教員の多くを消防本部からの派遣者に頼らざるを得ない

が、派遣元消防本部は、職員を条例定数内において管理する自治体もあり、その場合、消

防学校への派遣期間中は欠員が生じることとなる。また、市町村消防本部から道府県消防

学校への職員派遣については、多くの場合、市町村消防本部の持ち回りにより順番で実施

しており、当該本部における人員確保の観点から職員の派遣を負担と感じる消防本部も少

なくないようであるが、消防学校における教育訓練の充実がひいては地域の消防力向上に

つながることを、あらためて認識し、消防学校教育に積極的に参画することが求められる。 

➢ 次に実践的訓練施設の不足については、火災件数の減少等により若年層の災害経験が減

　　

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

出火件数合計 （件） 60,387 57,460 53,276 54,582 52,394 51,139 46,620 50,006 44,189

建物火災件数 （件） 33,325 33,049 31,506 31,248 30,053 28,372 27,137 26,795 25,583

焼損建物床面積 （㎡） 1,574,582 1,502,781 1,386,092 1,387,149 1,317,231 1,224,884 1,187,415 1,395,112 1,138,178

※各年消防白書より

60,387 
57,460 

53,276 

54,582 

52,394 
51,139 

46,620 

50,006 

44,189 33,325 

33,049 

31,506 

31,248 

30,053 

28,372 

27,137 

26,795 

25,583 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

出火件数合計

建物火災件数

1,574,582 
1,502,781 

1,386,092 
1,387,149 

1,317,231 
1,224,884 

1,187,415 

1,395,112 

1,138,178 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

（㎡）

《出火件数と建物火災件数の推移》 《焼損面積（建物床面積）の推移》

（件）

 

 

3



少傾向にあり、それに伴い消火、検索等の知識・技術の低下が懸念される中、模擬消火訓

練装置（Advanced Fire-fighting Training system）、実火災体験型訓練施設（ホットトレ

ーニング）、震災訓練施設等の実践的訓練施設を用いた実際の災害に近い環境下での訓練の

実施が必要とされており、これら実践的訓練施設を施設等の基準に追加してはどうかとの

意見があった一方で、厳しい財政状況から整備を進めることは困難との意見も挙げられた。 

 

２ 消防学校の人員、施設・資器材の見直しの内容について 

～ 消防学校の施設、人員及び運営の基準に関すること ～ 

（１）「消防学校の教育訓練に関する調査」の結果 

ア 教員数等について 

    はじめに、消防学校の教員数について図表３により、大量退職に伴う大量採用が本格

化する前の平成１６年度と平成２６年度を比較する。平成２６年度における教員の総数

は５５６人で、平成１６年度の５０３人から１０．５％増加している。また、教員１人

あたりの教育訓練受講者数は、ともに５５人程度でほとんど変化はないが、初任教育に

ついて見てみると、教員１人あたりの初任教育受講者数は、平成１６年度の８．０人か

ら平成２６年度の１１．７人に増加しており、多くの消防学校が教員数の不足を感じる

背景として、初任教育における負担の増加があるものと考えられる。 

   

（図表３ 消防学校の教員数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道府県消防学校の教員数については図表４のとおりであるが、平成２６年度は３７６

人で、平成１６年度の３４４人から９．３％増加している。教員のうち消防本部からの

派遣職員については、平成１６年度は１３１人で全体の３８．１％であったが、平成２

６年度は２５９人で全体の６８．９％を占め、大幅に増加している。また、教員１人あ

たりの教育訓練受講者数は、１６年度は５５．５人、２５年度（２６年度は未確定）は

５６．４人で、ほとんど変化がないが、教員１人あたりの初任教育受講者数を比較する

と、１６年度の８．６人から２６年度の１３．９人と増加している。 

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

458 475 449 466 486 491 502 496 509 512 516

45 25 59 37 45 56 64 70 61 68 40

503 500 508 503 531 547 566 566 570 580 556

28,109 27,130 27,947 28,574 30,086 29,315 30,165 32,031 35,954 31,910 ―

うち初任教育受講
者数

4,040 3,762 4,225 5,309 6,458 6,382 6,387 6,208 6,438 6,496 6,508

55.9 54.3 55.0 56.8 56.7 53.6 53.3 56.6 63.1 55.0 ―

教員１人当たりの
初任教育受講者数 8.0 7.5 8.3 10.6 12.2 11.7 11.3 11.0 11.3 11.2 11.7

　※1　学校数：H25年度までは５５校、H26年度は５４校
  ※2　東京都は東京消防庁消防学校１校として計上

教員１人当たりの
受講者数

（単位：人）

年度

計

専任

兼任

教育訓練
受講者数
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（図表４ 道府県消防学校の教員数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    消防学校の現有教員数と施設等の基準に定める方法により算出した場合の教員数（以

下「基準数」という。）との比較を図表５に示す。指定都市等（東京消防庁を含む。）の

約９割が基準数を上回っており、基準数を下回った学校はなかったのに対し、道府県消

防学校の約３割が基準数を下回っており、教員数の確保に苦慮する現状が伺える。 

    また、図表６のとおり、基準数を算出する際に用いる年間平均在籍学生数と最繁忙時

における学生数を比較すると、道府県の最繁忙時においては年間平均在籍学生数の約１

５０％の在籍率となっている。 

 

（図表５ 平成２６年度における消防学校の現有教員数と基準教員数との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：校） 

（単位：人）

１６年度 ２５年度 ２６年度

344 376 376

うち本部
からの派遣

131 252 259

割合 38.1% 67.0% 68.9%

19,094 21,206 ―

うち初任教育
受講者数

2,975 5,071 5,241

55.5 56.4 ―

教員１人当たりの
初任教育受講者数

8.6 13.5 13.9

教員数

教育訓練受講者数

教員１人当たりの
受講者数

　※道府県の消防学校数＝４６校（東京消防庁は指定都市等に計上）

割合 割合 割合

41.3% 87.5% 26 48.1%

28.3% 12.5% 14 25.9%

30.4% 0.0% 14 25.9%

現有教員数が基準を上回っ
ている

19 7

現有教員数が基準と同数 13 1

全体
(54校)

道府県
(46校)

指定都市等
(8校)

現有教員数が基準を下回っ
ている

14 0

基準を上回っている 基準と同数 基準を下回っている0%

20%

40%

60%

80%

100%
都道府県
(46校)

指定都市等
(9校)

基準を上回っている 基準と同数 基準を下回っている

41.3%

87.5%

28.3%
12.5%

30.4%

0%

※1 道府県の消防学校数＝46校（東京消防庁は指定都市等に計上） 

※2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。 
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  （図表６ 年間平均在籍学生数と最繁忙時における在籍学生数との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《教員数に関する主な意見》 

・ 施設等の基準については、平成１５年の教育訓練基準改正時に、初任教育等にお

ける実技訓練の時間数が大幅に増加したにも関わらず、教員数の算定基準は見直さ

れていないことなどから、受講者の安全管理の観点から実技訓練の実態に合わせた

見直しが必要と考える。 

・ 在籍学生数に着目した算定方法以外に専科教育の種類に応じ、専門知識を有する

教員を確保できるように見直しが必要。 

 

次に、女性教員についてであるが、図表７のとおり、平成２６年４月１日現在、全消 

防学校の教員数５５６人のうち１８人（３．２％）となっている。 

また、女性教員を配置している学校は９校で、全体の１６．７％であった。 

 

（図表７ 全消防学校の教員数に占める女性の割合） 

 

 

 

 

 

     

 

 

  イ 施設・設備について 

図表８のとおり、教育訓練施設の整備状況は、講堂や展示室の整備割合が低くなって

いる。また、近年、視聴覚室を単独で設けず、教室にＡＶ機器を設置することで同等の

施設として使用している例もある。 

    なお、平成２５年度に実施した「消防学校における女性専用施設の整備状況に係る調

査」の結果では、消防学校における女性専用施設等については、専用宿泊室、浴室・シ

（単位：人） 

人数 割合

556 18 3.2%

うち女性教員数

＊配置学校数は９校 

※1 学校数：54校 

※2 数値は平成 26年度の状況 

（単位：人）

都道府県（46校） 指定都市等（9校） 合計（55校）

１校平均 １校平均 １校平均

78.0 139.6 88.1

116.3 170.1 125.1

149.1% 121.8% 142.0%

　※2  数値は平成25年度実績

（Ｂ）÷（Ａ）×100％

　※1  東京消防庁は指定都市等に計上

年間平均在籍学生数
（Ａ）

最繁忙時時における在籍
学生数（Ｂ）
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ャワー及びトイレなどは、ほぼすべての消防学校が整備済みであった。 

 

（図表８ 教育訓練施設の整備状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    次に、設備等の整備状況は表８のとおりで、全ての消防学校において整備すべきと考

えられる一部の教材・教具を除き、各消防学校の実情に応じた整備状況となっている。 

区分 名称 有 無 区分 名称 有 無

資料室

図書室 48 7

展示室 20 35

48 7

視聴覚教室 40 15

講堂 講堂 29 26

教室

普通教室 55 0

大教室 41 14

各種実験室

水難救助訓練用
施設

42 13

消火訓練施設 38 17

消防訓練
場

訓練場 53 2

訓練塔 55 0

放水訓練用施設 48 7

屋内訓練場 53 2

体力錬成
施設

体力錬成施設 48 7

教育訓練
施設

整備割合

100.0%

74.5%

87.3%

72.7%

52.7%

87.3%

96.4%

87.3%

36.4%

96.4%

100.0%

87.3%

76.4%

69.1%

整備割合

管理施設

校長室 53 2 96.4%

職員室 55 0 100.0%

医務室 37 18 67.3%

会議室 50 5 90.9%

講師控室 55 0 100.0%

宿直室 53 2 96.4%

宿泊施設

学生寮

寄宿自習室 40 15 72.7%

娯楽室 42 13 76.4%

食堂等

食堂 55 0 100.0%

調理室

洗面・洗濯室 55 0 100.0%

浴場 55 0 100.0%

54 1 98.2%

調理職員控室 50 5 90.9%

便所 55 0 100.0%

その他

車庫 54 1 98.2%

洗浄乾燥施設 24 31 43.6%

（Ｎ＝55校） 

（単位：校） 

※本表は平成 25年度の状況 
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（図表９ 設備等の整備状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：校） 

100.0%

27.3%

94.5%

38.2%

1.8%

92.7%

98.2%

9.1%

78.2%

83.6%

98.2%

94.5%

34.5%

61.8%

80.0%

98.2%

67.3%

18.2%

12.7%

41.8%

25.5%

20.0%

23.6%

10.9%

14.5%

81.8%

3.6%

12.7%

32.7%

36.4%

34.5%

21.8%

49.1%

56.4%

72.7%

36.4%

49.1%

14.5%

23.6%

74.5%

69.1%

85.5%

30.9%

救急教育教材及
び教具

人体模型 51 4

包帯訓練用模型 15 40

人工呼吸用器材 54 1

応急処置用資器材 54 1

担架 55 0

救急医療器具 52 3

防災教育教材及
び教具

気象関係機器 8 47

舟艇等救助資器材 21 34

1 54

3

6 49

水防工法模型 5 50

水防工作用資器材 43 12

調査用器具 31 24

警防教育教材及
び教具

発泡装置 37 18

車載無線機 19 36

携帯無線機 34 21

安全管理機器 44 11

発煙装置 46 9

空気呼吸器 54 1

救助用資器材 52

37

建物構造断面模型 10 45

電気設備機器 13 42

ＲＩ測定器 27 28

電気回路模型 14 41

屋内配線模型 11 44

10

危険物施設カット模
型

2 53

危険物施設検査器
具

7 48

予防、査察教育
教材及び教具

消防用設備 47 8

消防用設備検査器
具

17 38

消火器及びカット模
型

45

防火建材 7 48

防火戸 23 32

査察関係測定器 18

8 47

化学実験装置 19 36

物理実験装置 12 43

電気測定器具 38 17

分析装置 20 35

その他

その他

無 整備率

理化学教育教材
及び教具

引火点測定器 40 15

石油燃焼実験装置 20 35

区分 品名 有

消火実験装置 13 42

温度測定器 41 14

化学実験機器 27 28

分子構造模型

区分 品名 有 無 整備率

機械教育教材及
び教具

自動車構造機能装
置

16 39 29.1%

ポンプ装置 40 15 72.7%

運転訓練用自動車 27 28 49.1%

整備実習用自動車 8 47 14.5%

自動車整備用器具 35 20 63.6%

水力実験測定装置 17 38 30.9%

特殊消防自動車 27 28 49.1%

ロープ類 55 0 100.0%

保安帽 51 4

その他 0 55 0.0%

消防ポンプ自動車 53 2 96.4%

放水器具 55 0 100.0%

その他 3 52 5.5%

92.7%

照明器具 52 3 94.5%

破壊器具 55 0 100.0%

救助用人形 54 1 98.2%

防火被服等個人装
備

46 9 83.6%

火点確認装置等 17 38 30.9%

9 46 16.4%

機械体操器材 39 16 70.9%

球技用器材 45 10 81.8%

図書等 53 2 96.4%

その他 4 51 7.3%

視聴覚教育教材
及び教具

オーバーヘッドプロ
ジェクター

44 11 80.0%

スライドプロジェク
ター

40 15 72.7%

写真設備 29 26 52.7%

ビデオ装置 49 6

実科訓練教材及
び教具

体育訓練教材及
び教具

体位・体力・体調測
定器材等

51 4 92.7%

0 100.0%

ＯＡ機器 53 2 96.4%

89.1%

拡声装置 55

陸上競技用器材 26 29 47.3%

サーキットトレーニ
ング器材

32 23 58.2%

柔剣道器材

（Ｎ＝55校） 

※本表は平成 25年度の状況 
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（２） 見直しの方向性とその内容 

ア 教員数等について 

(ｱ) 見直しの方向性 

施設等の基準別表第３に定める教員数については、基準が制定された昭和４６年当

時の高等学校設置基準を参考に算出された数値を根拠としている。年間を通して在籍

学生数にほとんど増減のない高等学校に比べ、消防学校は教育訓練の開講状況により

在籍学生数にかなりの増減があるため、年間の平均在籍学生数に基づき必要教員数を

算出する現方式によると、図表６のとおり最繁忙時の学生数との間に大きな格差が生

じており、最繁忙時における対応が困難となるケースがあると考えられる。また、「消

防学校の教育訓練に関する調査（以下「調査」という。）」においても、教員数が不足

しており実技訓練時における安全管理に不安を覚える旨の意見が多数あったことな

どから、最繁忙時の学生数に対応するために必要となる教員数を確保でき、かつ安全

管理に充分な人員となるよう新たな算定方式を検討する。 

 

   (ｲ) 見直しの内容 

     教員数の人員は、次頁に示す考え方に基づき、次のとおり算定するものとすべき

である。 

          

 

 

 

 

 

 

※ 補正係数については、消防学校の規模により、必要な教員数に対してもスケールメ 

リットが働く分を実態に応じて設定する。具体的な係数は、図表１０のとおりとする。 

 

（図表１０ 教員数算定の際の補正係数）

各消防学校において     

必要な教員数 

 

＝ ０．０９ × 
当該消防学校の 

最繁忙時の学生数 
× 

補正係数 

※ 

標準的な消防学校における

最繁忙時の学生１名当たり

に必要な教員数 

70 140100 190

0.8

1.0

0

1.1
1.2

0.9

補正係数

最繁忙時

学生数

《補正係数のイメージ》 

最繁忙時学生数 補正係数

70人未満 1.2

1.67-0.0067X

※　X＝当該学校における
　　最繁忙時学生数

100人以上140人未満 1.0

1.56-0.004X

※　X＝当該学校における
　　最繁忙時学生数

190人以上 0.8

70人以上100人未満

140人以上190人未満

 

 

9



■必要な教員数の算定に係る標準的な消防学校の最繁忙時学生１人当たりに必要な教員数の   

算定基礎 

 

１ 標準的な消防学校を設定 

▶ 初任学生数順に消防学校を並べ、中間層を「標準的消防学校」として設定 

  

２ 標準的消防学校における最繁忙時の学生数の算定 

▶ １で設定した「標準的消防学校」における教育訓練実施状況から、最繁忙時における学生

数を１２２人と算定・・・（Ａ） 

                         

〔初任９０人＋専科等３２人（最も受講者が多い専科等）〕 

 

３ 標準的消防学校における必要教員数の算定 

▶ ２で算定した規模（最繁忙期学生数１２２人）で、かつ、 

  ・ 初任教育は、２クラス・１期制で行うこと 

  ・ 初任・専科・幹部・特別・団の各教育をすべて行うこと 

  ・ 実科訓練での安全管理に必要な教員数を確保できること 

との前提により、当該消防学校における必要教員数を１１人と算定・・・（Ｂ） 

 

４ 標準的消防学校における学生一人当たりの教員数の算定 

  （Ｂ）÷（Ａ）＝１１÷１２２ ≒ ０．０９ 

 

     なお、最低教員数については、現行の５人を維持するものとする。 

     各消防学校においては、教員数の不足により教育訓練に支障が生じることのないよ

う、教員の確保に努め、教員数が基準以上となるよう配意することが望まれる。 

     教員数のほかに配意すべき事項として、現在、女性教員を配置している消防学校は

約２割にとどまっているが、毎年度、女性消防職員が一定数増加している現状を踏ま

えると、消防学校においても女性教員を配置していくことが望ましい。 
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  イ 標準的な施設・設備について 

(ｱ) 見直しの方向性 

抜本的な見直しの必要はないが、標準的な施設・設備等について必要性を精査する。 

(ｲ) 見直しの内容 

図表８から、「講堂」や「展示室」など教育訓練施設として施設等の基準に定めて

いるものの、必要性が低いと考えられるものについて、施設等の基準から除き、各消

防学校の実情に合わせて見直すこととする。 

 また、宿泊施設の中の「娯楽室」は、学校施設の名称としてはなじまないとの意見

があったことから、適切な表現に見直しを行う。 

 

  ウ 実践的訓練施設について 

模擬消火訓練装置（Advanced Fire-fighting Training system）、実火災体験型訓練

施設（ホットトレーニング）、震災訓練施設等の実践的訓練施設については、全国消防

学校長会等においても調査や議論が行われてきたところである。現在、多くの消防学校

が保有している訓練施設は、施設等の基準に定める標準的な訓練施設であるが、複雑多

様化する現状の災害活動に対しては、実践的訓練施設の活用が有効であるとの意見が多

くある。 

調査結果においても、実践的訓練施設の整備は少数の学校にとどまり、整備を求める

意見がある。必要性が高いとされた実践的訓練施設は、図表１１のとおりで、特に、模

擬消火訓練装置（Advanced Fire-fighting Training system）、実火災体験型訓練施設

（ホットトレーニング）、震災訓練施設の整備を求める学校が多かった。 

このことから、今回の施設等の基準の見直しに当たっては、実践的訓練施設を「標準

的に備えるべき施設」として位置づけることとすべきである。 

ただし、施設を有効活用する観点から、消防学校間の連携による利用を念頭においた

記述とすることが求められる。 

現在、施設・設備等の老朽化等により消防学校の再整備を検討している、あるいは今

後、検討予定の都道府県及び指定都市については、効果的かつ効率的に訓練を行うため

に、実践的訓練施設の整備を視野に入れながら整備計画を策定または検討いただくこと

が望まれる。なお、どのような施設を導入するかの検討に際しては、費用対効果、特に

ランニングコストなどは重要な要素となることから、既に整備済みの消防学校の状況を

確認しながら、より良いものとなるよう検討すべきである 

また、今後は消防学校間の連携や都道府県内における緊急消防援助隊の活動拠点とし

ての連携などにより、教育訓練に必要な施設を確保するとともに、施設等の有効活用に

取り組むことが求められる。 

なお、実践的訓練施設の整備については多くの消防学校が、その必要性を認識してい

るところであるが、各学校における実践的訓練施設の計画的整備を推進するためには、

国の支援措置の拡充も求められる。 
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（図表１１ 必要性が高いと考えられる実践的訓練施設） 

  回答あり 30校 ※複数回答可

回答なし 24校

（単位：校）

施設概要
回答
数

　プロパンガスバーナー等によって火炎を発生させ訓練室内で
火災を模擬するとともに、消火作業時の放水をセンサーが感
知し、火勢を制御する消火訓練システム。燃料供給を調節す
ることにより、火炎高、成長速度、再発生等火炎を自在にコン
トロールでき、実際の火災に近い環境を再現できる施設。

13

　内部の燃焼部分で燃焼用部材（木材パレット等）を燃焼さ
せ、熱気と煙を発生させることにより、実際の火災と同等の熱
環境、濃煙、中性帯等を体験できる。また、火災性状を初期か
ら観察し、最盛期になるまでの火災の状況及び熱環境を体験
できる施設。コンテナを訓練用に改装したものが一般的。

10

　地震等大規模災害時の倒壊建物を想定した敷地に瓦礫救
助訓施設と救急救助訓練施設を組み合わせるなどし、閉鎖空
間における救助（ＣＳＲ）、閉鎖空間における医療（ＣＳＭ）の訓
練ができる施設。

9

　一般住宅を模した訓練用家屋で、三連ばしごの取扱いや火
災を想定した注水及び検索訓練など臨場感のある実践的な消
防活動訓練を行うことができる。可動式のものを複数組み合
わせることもできる。

5

　円筒形の潜水用プールで床を上下に移動させて水深設定の
変更や、気泡発生装置により濁水環境を再現するなど様々な
環境を想定した水難救助訓練を行うことのできる施設。

4

　移動可能な複数のユニットハウス（アパート、住宅等）によ
り、実際の町並みを模した街区を構成し、多種多様な建物構
造・条件下での消火・救助訓練を行うことのできる施設。

3

　施設内にて模擬家屋や車両、模擬オイルタンクを燃焼させ、
実際の火災を想定した訓練を実施できる施設。

3

温風暖房機及び水噴霧加湿装置により、高温多湿空間を作り
出せる施設。

2

　ジェットヒーター及び煙発生装置を用いて、室内を高温・濃煙
にし、建物内での消火活動や建物内からの救助・救出訓練が
行える施設。

2

　高層の訓練塔を活用し高層建築物火災対応訓練や、梯子車
架梯訓練、塔内には濃煙熱気訓練室、可動式の間仕切り壁を
利用した迷路避難訓練室、実火による消火訓練室、ゲリラ豪
雨による都市型水害にも対応するため地下にある竪坑・横坑
訓練室を床面より１．２ｍ程度の高さまで水没させることができ
る設備など、総合的な訓練を行うことのできる施設。

1

　積雪時や雨天時において、屋内に車両などを入れて各種訓
練を実施できるほか、２階部分を使用した渡過訓練や登はん、
降下訓練などの救助訓練も行うことのできる施設。

1

　山岳斜面や傾斜地での転落事故を想定した訓練のできる施
設。

1

　山岳、高層、水難等の現場を想定した訓練を行うことのでき
る複合的な訓練施設。

1

　実際の鉄道車輌を設置し、救助器具を使用した持ち上げ、車
輌下からの救助等実践的な訓練のできる施設。

1

56

　火災経験の減少を補完し、より組織的かつ実践的に
放水及び排煙等の活動訓練及び複数部隊を指揮統制
するための訓練が行える施設が必要である。　ほか同
様の意見

　火災現場に近い高温多湿の環境において訓練を行え
る施設が必要である。　ほか同様の意見

耐熱耐煙訓練室
　実災害を想定し、高温・濃煙の中への空気呼吸器を着
装した屋内進入が体験できる施設が必要である。　ほ
か同様の意見

街区訓練場

高温多湿訓練施設

訓練施設の名称

模擬消火訓練装置
（ＡＦＴ）

理由

　火災件数の減少に伴い、火災現場における活動経験
の少ない職員が増えていることから、実火災に近い状
態で消火技術訓練を行うことにより経験不足を補う必要
性が高まっており、実火災を模擬体験できる施設が必
要である。　ほか同様の意見

実火災体験型訓練施
設
（ホットトレーニング）

　実火災における効果的な消火方法、緊急回避方法な
どを訓練により体験的に身に付けさせることができる施
設が必要である。　ほか同様の意見

　鉄道会社への出向研修を行っているが、現役車両を
使用するため車両持ち上げ等の制限があるので、実災
害同様に持ち上げることのできる訓練用車両が必要と
考える。

（Ｎ＝54校）

複合型救助訓練施設

鉄道車輌

　山岳、高層、水難等の現場を想定した複合的な訓練
施設が必要と考える。訓練施設を個別に整備するより
も、複合的に建築することにより、コストカットが可能。

全天候型屋内訓練施
設

山岳救助訓練施設

　積雪寒冷地のため、屋外で訓練を実施するには、非
常に不便であることから、全天候型の屋内訓練施設が
必要と考えられる。

　山岳地帯が存在する地域性などから、山岳現場を想
定した訓練を行うことのできる施設が必要である。

高層訓練塔複合訓練
施設

　近年、施設の高層化、複合化が進み災害形態も多種
多様化する中、地下施設を含め立体的な訓練施設にお
いて実災害を模擬体験させる訓練施設が必要である。

震災訓練施設

模擬火災訓練家屋

水難救助訓練施設

　南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生が懸念さ
れている現在、狭隘空間からの救助技術習得のための
訓練施設が必要である。　ほか同様の意見

　火災件数の多い一般木造住宅における火災防ぎょ技
術を体験的に身に付けさせる施設が必要である。　ほか
同様の意見

　大規模、複雑多様化する災害・事故等への対処能力
の強化が課題となる中、近年発生頻度が高いゲリラ豪
雨による河川等氾濫現場の救助活動を想定した訓練施
設が必要である。　ほか同様の意見

実火災訓練施設
　実災害を模擬体験させることで消防戦術を習熟させる
こと、また、泡消火剤や燃焼した煙を処理できる訓練施
設が必要である。　ほか同様の意見
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（図表１２ 模擬消火訓練装置（Ａdvanced  Ｆire-fighting  Ｔraining system）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表１３ 実火災体験型訓練施設（ホットトレーニング設備）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表１４ 震災訓練施設） 

プロパンガスバーナーによって火炎を発生 

火炎や煙を発生させ、実際の火災

現場と同じような状況下で、訓練者

が熱や煙の実体験を通じた訓練が

可能となる。 

適正な箇所に、適正な時間、放水を行うと火炎は自動消火される 

コンテナ内部で部材を燃焼 

消防隊員を高温の室内に進入させ、火

災性状、中性帯の形成状況及び放水によ

る熱気環境の変化等を体験することが可

能となる。 

内部進入状況 施設全景 

大規模災害時の倒壊建物(ガレ)

を想定した敷地に瓦礫救助訓練施

設と救急救助訓練施設を組み合わ

せており、閉鎖空間における救助

(ＣＳＲ)、閉鎖空間における医療

(ＣＳＭ)の訓練が可能となる。 

※写真は、「実践的訓練施設一覧（平成２３年６月 全国消防学校長会発行）」より引用 

※写真は、「実践的訓練施設一覧（平成２３年６月 全国消防学校長会発行）」より引用 

※写真は、「実践的訓練施設一覧（平成２３年６月 全国消防学校長会発行）」より引用 
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《参考》 富山県広域消防防災センターの整備事例 

１ 整備の経緯 

(1) 背景 

 ▶ 消防学校の老朽化と高度で専門的な教育訓練の必要性 

  ▶ 防災拠点施設整備の必要性 

(2) 施設整備の基本方針 

   「富山県防災拠点施設・消防学校整備のあり方検討会」報告書において、消防学校と防

災拠点施設とを一体的に整備すること等を基本的な方針とした。 

 (3) 開所までの経過 

平成１９年 １月 富山県防災拠点施設・消防学校整備のあり方検討会報告 

平成２０年 ９月 富山県消防学校・防災拠点施設整備基本計画策定 

平成２１年１０月 敷地造成工事着工（平成２２年１０月 建物本体工事着工） 

平成２４年 ４月 開所 

２ 施設の概要 

 ▶ 敷地面積：約４．２ha・延床面積：約１２，７３０㎡ 

 ▶ 建物機能：管理・教育施設（消防学校教育）、宿泊棟（定員６０名）、訓練施設（屋内訓 

練棟、主訓練棟・補助訓練棟、水難救助施設、実火災訓練棟など）、防災拠点 

施設（体験型学習施設、備蓄倉庫など） 

 ▶ 総工費   約４９億円（一部「消防防災施設整備費補助金」※を利用） 

 ▶ 消防防災施設整備補助事業により整備した訓練施設 

  ⇒ 補助訓練塔（実施可能な訓練：ロープブリッジ渡過訓練、降下訓練、ロープ登はん・ 

梯子登はん訓練など） 

※「消防防災施設整備補助金」の対象となるには広域訓練拠点施設として整備することが必要 

基準額：300,000千円  補助対象経費：工事費、事務雑費 

規 格： 

・鉄筋コンクリート造等の堅ろうな構造で、訓練を有効かつ安全に実施可能な設備を設ける 

こと。 

・次に掲げる訓練のいずれかを実施できる構造であること。 

ア ロープ操法訓練、架梯訓練、連携放水訓練及び水難救助訓練 

イ 耐熱耐煙訓練及び化学薬品漏洩処理訓練 

ウ ＮＢＣ災害に対応するための資機材習熟訓練 

エ 図上訓練 

オ その他補助事業者が必要とする訓練 

＊ 補助率は 1/3、残りの 2/3は、地方債（一般補助施設整備等事業）を充当することができる。 

地方債（一般補助施設整備等事業債）の起債対象事業費は、補助基準額（補助対象事業費が 

補助基準額を下回る場合については補助対象事業費）から補助金額を控除した額（充当率 90%）。 

なお、整備費用が補助基準額（300,000千円）を超える場合、補助基準額を超える部分につい 

ては、当該地方債を充当できない。 
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３ 教育訓練内容の見直しについて ～ 消防学校の教育訓練の基準に関すること ～ 

（１） 「消防学校の教育訓練に関する調査」の結果 

  ア 教育訓練受講者等 

図表１６において、教育訓練の実施状況を大量採用期が本格化する前の平成１６年度

と平成２５年度を比較する。平成２５年度の初任教育受講者数は６，４９６人で、平成

１６年度の４，０４０人から６０．８％（２，４５６人）増加した。 

また、各教育訓練受講者数の合計は、平成２５年度は３１，９１０人で、平成１６年

度の２８，１０９人から１３．５％（３，８０１人）増加した。また、全教育訓練受講

者に占める各教育訓練の受講者割合を比較すると、幹部教育及び特別教育では、さほど

大きな変化はないが、初任教育では、平成１６年度の１４．４％から２０．４％に増加

したのに対し、専科教育では平成１６年度の３６．４％から３１．８％に減少している。 

 

（図表１６ 消防学校における教育訓練実施状況）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、図表１７のとおり、初任教育受講者数は、平成２６年度の６，５０８人をピーク

に、平成２７年度以降は減少に転じ、１０年後の平成３６年度には４割程度減の３，７０

０人程度になるものと予想される。 

 

（図表１７ 向こう１０年の初任教育受講者数の予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６

都道府県 5,241 4,455 4,075 3,491 3,171 3,191 2,974 2,993 2,927 2,652 2,711

指定都市等 1,267 1,238 1,161 1,036 1,018 1,048 997 963 984 909 951

合計 6,508 5,693 5,236 4,527 4,189 4,239 3,971 3,956 3,911 3,561 3,662

　※消防学校数（東京都は東京消防庁消防学校１校とし、「指定都市等」に計上）

（単位：人）

5,241 

4,455 
4,075 

3,491 
3,171 3,191 2,974 2,993 2,927 2,652 2,711 

1,267 1,238 1,161 1,036 1,018 1,048 997 963 984 909 951 

6,508 

5,693 
5,236 

4,527 
4,189 4,239 3,971 3,956 3,911 

3,561 3,662 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６

都道府県 指定都市等 合計

（人）

全体に占
める割合

全体に占
める割合

全体に占
める割合

全体に占
める割合

76 4,040 14.4% 75,916 54.4% 998.9 88 6,496 20.4% 75,181 56.3% 854.3 15.8% 60.8% -1.0% -14.5%

296 10,239 36.4% 36,833 26.4% 124.4 271 10,153 31.8% 34,983 26.2% 129.1 -8.4% -0.8% -5.0% 3.8%

128 3,790 13.5% 5,830 4.2% 45.5 122 4,469 14.0% 6,397 4.8% 52.4 -4.7% 17.9% 9.7% 15.2%

347 10,040 35.7% 20,906 15.0% 60.2 398 10,792 33.8% 16,878 12.6% 42.4 14.7% 7.5% -19.3% -29.6%

847 28,109 100.0% 139,485 100.0% 164.7 879 31,910 100.0% 133,439 100.0% 151.8 3.8% 13.5% -4.3% -7.8%

771 24,069 85.6% 63,569 45.6% 82.5 791 25,414 79.6% 58,258 43.7% 73.7 2.6% 5.6% -8.4% -10.7%

※1 消防学校数：５５校（東京都は東京消防庁消防学校１校として計上）
※2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

開講数

受講者数

２５年度実績

開講数

受講者数 時間数
平均
時間

受講者数 時間数 平均時間

１６年度実績 25年度と16年度の比較（増加・減少率）

（単位：人・％）

特別教育

合計

初任教育を除く

専科教育

幹部教育

初任教育

時間数
平均
時間

開講数
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  イ 教育訓練の頻度 

    次に、各教育訓練の開講頻度であるが、初任教育については、すべての学校が毎年度

実施しており、平成２５年度は５５校中２０校（３６．４％）が年２回以上の開講とな

っている（調査結果の図表は割愛）。専科教育については、図表１８のとおり救急科、救

助科はすべての学校が毎年度または隔年で実施している一方で、特殊災害科や危険物科

は未開講の割合が高くなっている。未開講の主な理由としては、「受講希望者が少ない」、

「消防本部からの要望がない」、「教育スケジュールの関係から、より必要性の高いもの

を優先している」などであった。 

    また、幹部教育については、図表１９のとおり、上級幹部科、初級幹部科で未開講の

割合が他と比較すると高くなっているが、その理由としては「受講者の減少で休止中」「入

校希望者が少ない」「中級幹部科と初級幹部科を統合して実施」などであった。なお、上

級幹部科については、対象を主として消防司令長以上としているが、比較的規模の小さ

い消防本部では消防長若しくはその直近下位の補職となるため、入校により消防本部を

不在とすることが難しいことや、消防大学校の上級幹部科等を受講すれば足りるため、

あえて都道府県の消防学校において受講する必要がないことなども理由と考えられる。 

 

   （図表１８ 平成２５年度における専科教育の開講頻度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校数 23 18 2 7 5

割合 41.8% 32.7% 3.6% 12.7% 9.1%

校数 17 19 3 10 6

割合 30.9% 34.5% 5.5% 18.2% 10.9%

校数 22 23 6 2 2

割合 40.0% 41.8% 10.9% 3.6% 3.6%

校数 7 21 8 17 2

割合 12.7% 38.2% 14.5% 30.9% 3.6%

校数 22 24 7 1 1

割合 40.0% 43.6% 12.7% 1.8% 1.8%

校数 54 0 0 1※ 0

割合 98.2% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0%

校数 41 14 0 0 0

割合 74.5% 25.5% 0.0% 0.0% 0.0%

　※1 救急科の「未開講」１は、初任教育の中に救急科を組み込んでおり、専科教育として実施していないため。

　※2 消防学校数：55校（東京都は東京消防庁消防学校1校として計上）

　※3 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

救助科

種別

警防科

特殊災害科

予防査察科

危険物科

火災調査科

救急科

開講頻度

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

（単位：校） 
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   （図表１９ 平成２５年度における幹部教育の開講頻度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 各教育訓練に関する主な意見 

  (ｱ) 初任教育 

《基礎教育》 

   ・ 「理化学」は他の教科目に統合し、必要最低限の内容とすべき。 

   ・ 「情操」、「倫理」、「法政通論」、「理化学」は、時間数を縮減すべき。 

   ・ 当校では、基礎教育時間のうち１０時間程度を実科訓練に振り替えている。 

   ・ 初任学生にも緊急消防援助隊を含めた大規模災害への対応等基礎的な知識を習得さ

せる必要がある。 

   ・ 「服務と勤務」は、消防学校ではなく各消防本部で教える方が効果的である。 

  《実務教育》 

   ・ 救急の５０時間は、基礎的教育に限定した教科目及び時間に短縮すべき。 

   ・ 来たるべき大規模地震等に備え、住民への防災教育の強化が必要なので、職員に対

する「防災」の時間数を増やすべき。 

   ・ 「安全管理」のなかに「危険予知」の内容が含まれているが、現行の時間数では不

十分である。 

   ・ 近年の査察業務の専門化等を踏まえ、「査察」の時間数を増やすとともに、内容の見

直しを行うべき。 

  《実科訓練》 

   ・ 機器取扱訓練については、多種にわたる資器材の取扱を訓練することから、時間数

を増やすべき。 

   ・ 当校では消防活動応用訓練時間を基準時間数より多く確保している。 

  《その他》 

   ・ 「選択研修」は削除し、他の教科目に振り分けるべき。 

校数 21 17 5 9 3

割合 38.2% 30.9% 9.1% 16.4% 5.5%

校数 22 20 5 4 4

割合 40.0% 36.4% 9.1% 7.3% 7.3%

校数 18 10 10 11 6

割合 32.7% 18.2% 18.2% 20.0% 10.9%

※1 消防学校数：55校（東京都は東京消防庁消防学校1校として計上）

※2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

種別

初級幹部科

中級幹部科

上級幹部科

開講頻度

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

（単位：校） 
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  (ｲ) 専科教育 

  《警防科》 

   ・ 実技時間の充実を望む要望があり、時間数を増加して実施している。特に小隊長と

しての指揮能力を高めるための想定訓練を実施しており、実技訓練時間の増加を希望

する。 

   ・ 「講話」や「健康管理」の必要性は薄いと考える。 

   ・ 火災件数の減少や世代交代により災害経験の少ない職員が急増していることから、

実技訓練の時間数を増やすべき。 

  《特殊災害科》 

   ・ 警防科と重複する部分が多く、統合可能 

   ・ 特殊災害は、多岐に渡り専門的知識が必要な教育であるので、消防大学校の NBC コ

ースのようにもう少し特化した教科目を編成するとともに時間数を３０時間程度（５

日間程度）にし、消防本部の現場人員確保にあまり支障のない教育期間にすべき。 

   ・ 活動マニュアルに沿った活動を修得させるための実技時間を増やすべき。 

  《予防査察科》 

   ・ 教科目のうち、危険物に関する科目を危険物科に統合すべき。 

   ・ 予防査察科であるため、教科目に「違反是正」の研修時間を設けるべき。 

   ・ 査察に関する時間数を増加して実施しており、査察実習の効果が大きいことから時

間数を増加すべき。 

  《危険物科》 

   ・ 危険物規制事務を担当して間もない消防職員や未経験の消防職員が多数を占めるこ

とから、教科目・時間数等は現行基準で適当と考える。 

   ・ 実務的な内容に特化するためにも、「講話」の必要性は薄いと考える。 

・ 予防査察科と類似した科目もあることから、統合すべき。 

  《火災調査科》 

   ・ 調査実習の時間数を増やすべき。 

   ・ 火災調査科は、原因調査の調査技法と調査書類作成が重要視されることから、関係

法規の学習は必修にすべき。 

  《救急科》 

   ・ 一定の教育効果を確認するため、効果測定を基準化（標準化）すべき。 

   ・ 当校では教育レベルの効果を上げるため、約１か月前にテキストを配布し、入校時

にプレテストを実施したところ、理解度が向上した。 

  《救助科》 

   ・ 多種多様な救助操法や近年、都市型救助が普及していることから、救助訓練の時間

を増やすべき。 

   ・ 東日本大震災などの経験を教訓として、緊急消防援助隊の受援体制や高度救助用資

機材の取扱い、がれき救助訓練などを内容とした震災対応訓練を取り入れる。 

   ・  救助科での「救急」は不要である。 
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(ｳ) 幹部教育 

《初級幹部科》 

 ・ 「講話」や「人事業務管理」の必要性は薄いので、時間数を短縮すべき。 

 ・ 初級幹部としての視点は、消防時事を学び、現場指揮・人事業務管理・安全管理が

重要である。 

 ・ 安全管理は教養（座学）と訓練時の安全管理等を研修する必要があるため時間数を 

増やすべき。 

《中級幹部科》 

 ・ 現場指揮の時間を増やし、シミュレーション訓練の充実を図るべき。 

 ・ 人事管理業務の人権教育の内容について、再考すべき。 

 ・ 「人事業務管理」、「現場指揮」の時間数を増やす。       

《上級幹部科》 

 ・ 教科目のうち人事管理について、現場で課題となっている隊員（職員）のメンタル

ヘルス、惨事ストレス対策の時間を拡充すべき。 

・ 近年の危機管理体制のあり方を考えると教育時間数は３時間（１日）程度でよい。 

・ 県単位での教育では、教育効果・効率が悪いため、各ブロック単位等で実施すべき。 

 

エ 初任教育と併せてまたは初任教育に引き続いて行う専科教育について 

平成１１年度調査において、初任教育期間中に専科教育を併せて実施している消防学校

は５校（９％）あり、その全てが救急科（当時「救急標準課程」）であった。（「消防におけ

る教育訓練機関の連携方策検討会報告書（平成１２年３月）」より引用。） 

今回の調査においては図表２０のとおり、平成２５年度に初任教育期間中に併せてまた

は初任教育に引き続き専科教育を実施している学校は、合計１９校（３４．５％）あり、

その全てが救急科を実施していた。また、そのうち２校は、救急科に加えて救助科も実施

していた。 

 

（図表２０ 初任教育と併せて又は引き続いて専科教育を実施している消防学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分

救急 3     救助 0 救急 4     救助 0 救急 7     救助 0

救急 10   救助 2 救急 2     救助 0 救急 12   救助 2

救急 13   救助 2     救急 6     救助 0 救急 19   救助 2     

　※道府県における区分イについて、２校が救急科のほか救助科も実施しているため重複計上しており、合計数と内訳数が一致しない。

　※学校数は５５校（東京都消防訓練所と東京消防庁消防学校は１校として政令市等に計上）

内訳

内訳

内訳 内訳

6

道府県（４６校中）

内訳

66.7% 19

（単位：校）

3 6.5% 4 44.4% 7 12.7%

合計（５５校中）政令市等（９校中）

 合計（ア＋イ）

内訳 内訳 内訳

 ア　初任教育と併せて
実施している

 イ　初任教育に引き続
いて実施している

10 21.7% 2 22.2%

内訳

12 21.8%

34.5%13 28.3%

※平成 25年度実績 
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（２） 見直しの方向性とその内容 

ア 初任教育 

  (ｱ) 見直しの方向性 

調査における、初任教育の総時間数８００時間に関する設問について、８割以上の

学校が「現行のままでよい」としていることから、抜本的な見直しは行わない。 

ただし、図表２１のとおり、約１割の消防学校が「増やした方がよい」としており、

その理由として、ほとんどの学校が消防活動訓練、救助訓練、機器取扱訓練、消防活

動応用訓練等の実科訓練の時間数の不足を挙げている。また、初任教育に関する意見

（自由記載）においても、「実科訓練の時間数を増やすべき」との意見が複数あった

ほか、基礎教育の時間数を削減して実科訓練に振り替える等の運用を行っている学校

が複数あった。 

以上を踏まえ、改めて各教科目の必要度と必要時間数等について、適切な配分とな

るよう点検を行い、必要な部分について見直しを行うこととする。特に主眼とすべき

は、災害対応力を養うための実技を伴う訓練や安全管理等に関する教科目の充実強化

などがある。 

また、近年の災害傾向等から新たに初任教育へ追加することや内容の充実が必要と

考えられるものは、緊急消防援助隊に関する内容や、予防査察や違反処理に関する内

容などがある。 

 

（図表２１ 初任教育の総時間数（８００時間）について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．現行の
ままでよい

イ．減らした方がよい ウ．増やした方がよい エ．その他

校数 44 2 6 2

割合 81.5% 3.7% 11.1% 3.7%

主な
意見

―

・時間短縮可能な部分は短縮してもよ
いと考える。
・消防本部の規模や地域性によって資
機材や部隊の組み方に違いがあるた
め、消防学校の教育訓練ではそのバリ
エーションに対応できず、一般的、平均
的な内容の訓練となってしまい、即戦
力として通用する人材育成が難しい面
がある。訓練期間全体は短くせずとも
良いが、それぞれの現場に応じたＯＪＴ
の時間を増やすため学校での教育期
間はもっと短くても良い。

・消防学校の教育訓練の基準に記載があるように、消防職員は災
害現場で活動できることが重要と考える。そのためには実務教育に
おける安全管理や実科訓練においての消防活動訓練、同応用訓
練、機器取扱訓練の教育時間を増やすことが必要と考える。
・実科訓練の時間数を増やし、より充実した訓練を実施するため。
・種目・教科目について、時間数を増やしたほうがよいと思われるも
のが多数あるため。
・専科教育（救急科）については、現場経験がなくても理解できる
「知識教育」であるため、初任教育の期間中に実施する方が合理的
と考える。
・新規採用職員への教育訓練の充実を図るためには、時間増が望
ましい。ただし、政令指定都市消防学校の場合、単独消防本部での
消防学校保有であるため増加の調整が図りやすい面があるが、道
府県消防学校の場合、各消防本部との調整が困難であると考え
る。

・地域の実情に応
じて実施すればよ
い。

　※消防学校数＝５４校（東京都は東京消防庁１校として計上）

 

ア 現行のままで
よい

44校

81.5％

イ 減らした
方が良い

2校

3.7％

ウ 増やした
方が良い

6校

11.1％

エ その他
2校

3.7％

ア．現行のままでよい

イ．減らした方がよい

ウ．増やした方がよい

エ．その他
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   (ｲ) 見直しの内容 

① 消防学校の教育訓練の基準 

総時間数８００時間を前提とし、一部の教科目について、適正な時間数、内容設 

定となるよう実態と必要性を勘案した科目設定や時間配分等となるよう調整を行う。 

・ 必要な時間数や他の教科目と重複する部分等を精査 

・ 削減した時間数を、より必要度の高い教科目へ配分 

       （削減対象科目：情操、法制通論、消防法、理化学、選択研修） 

       （配分対象科目：消防制度、査察、安全管理、防災、消防活動訓練、救助訓練、

機器取扱訓練、消防活動応用訓練） 

・ 大規模災害時の対応（主に緊急消防援助隊）について、既存の教科目「防災」 

の中に内容を追加 

・ なお、倫理の時間数を削減すべきとの意見も複数あったが、初任教育について 

は、年齢・社会経験等が異なる学生に対し例外なく公務員、社会人としての基礎 

を身につけさせることも重要な要素であることから、倫理については現行どおり 

とする。 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃） 

・ その他に、基準及び指標の改正については、最終的に消防教科書の内容に反映 
されるよう消防大学校と連携を図りながら改訂 
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■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（初任教育） 

  
種目 教科目 現行 改正 増減 改正案

倫理 5 5 0 現行どおり。

情操 4 0 -4 単独の教科目としては廃止し、内容を「行事その他」に統合

法制通論 15 20 -7

消防法 12

消防制度 8 9 ＋1
教科目名を「消防組織制度」に改める。
緊急消防援助隊に関する内容（制度）を拡充し時間数増

服務と勤務 28 28 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

理化学 15 10 -5 時間数を削減。指標の見直しを実施

小　　計 87 72 -15 計15時間を削減し、「実務教育」と「実科訓練」に配分

予防広報 20 20 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

危険物 8 8 0 現行どおり。

消防用設備 12 12 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

査察 24 27 +3
火気使用設備・器具の査察着眼点等の内容を追加し時間数増
併せて指標も見直しを実施

建築 10 10 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

安全管理 12 16 ＋4 危険予知訓練等の内容を追加し時間数を増加

特殊災害と保安 10 10 0 現行どおり。

火災防ぎょ 30 30 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

火災調査 15 15 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

防災 22 23 ＋1
緊急消防援助隊に関する内容（活動）を追加し時間数増
指標の見直しを実施

救急 50 50 0 現行どおり。

消防機械・ポンプ 10 10 0 現行どおり。

小　　計 223 231 ＋8 「基礎教育」から削減した15時間のうち8時間を配分

訓練礼式 50 50 0 現行どおり。

消防活動訓練 80 82 ＋2 時間数増

救助訓練 40 45 ＋5 時間数増

機器取扱訓練 50 55 ＋5 時間数増

消防活動応用訓練 80 85 ＋5 時間数増

体育 55 55 0 現行どおり。

小　　計 355 372 ＋17
「基礎教育」から削減した15時間のうち7時間と「その他」から削減し
た10時間の合計17時間を配分

実務研修 35 35 0 現行どおり。

選択研修 50 40 -10
現行どおり地域の実情に応じて、前記以外の教育の追加や各教科
における時間数の増加を図ることとするが、時間数を見直し10時間
削減

行事その他 50 50 0
時間数はそのままに、現行の「情操」で行っていた内容（社会講話、
業務講話）を追加

小　　計 135 125 -10 計10時間を削減し、実科訓練へ配分

計 800 800 0
総時間数は現行どおり。全体を精査し、主に実技を伴う教科目の時
間数を増

１つに統合して時間数を削減するとともに、教科目名を「法学基礎・消
防法」に改める。→教科書名は「法学基礎」

基礎教育

実務教育

実科訓練

その他
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イ 専科教育 

  (ｱ) 見直しの方向性 

前述のとおり、向こう１０年の初任教育受講者数は、平成２７年度以降減少に転じ

ると予測されることから、今後は各消防学校とも専科教育に費やす時間と人員（教員）

を増やすことが可能になると考えられる。平成１９年度以降における定年退職者の大

量退職に伴い、各消防本部では専門的知識・経験の少ない中堅職員が増えつつあるこ

とや近年の予防業務の高度化・専門化などを勘案すると、専科教育の更なる充実が必

要である。 

なかでも予防業務については、平成２４年５月に広島県福山市で発生したホテル火

災、平成２５年２月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災、８月に福

知山市で発生した花火大会火災、１０月に福岡市で発生した有床診療所火災など、こ

れまでに経験のない態様の火災の発生を受け、消防法施行令が一部改正されたほか、

立入検査における違反是正の重要性が増す中、消防職員には防火管理、消防用設備等

の専門知識を活用して査察業務を行うためのスキルが求められていることから、予防

査察科の充実等の必要性が高くなっている。 

さらに、近年は緊急消防援助隊の登録隊数も増加しており、消防隊間、他機関等と

のより高度な連携活動要領など、新たに消防学校の教育に盛り込む必要性の高い分野

も出てきている。 

救助分野では、捜索救助機関の世界的標準となっている「国際捜索救助諮問グルー

プ（INSARAG）」のガイドラインにおいて、活動現場での関係機関間の調整を図るため

の活動対象物の評価や活動成果に関する情報を表記するための標示方式が示されて

おり、国際緊急援助隊が検索救助活動を実施する場合や東日本大震災時に海外の救助

隊が検索救助活動を実施する場合にも活用されている。このような状況に鑑み、消防

庁としても、大規模災害時において、消防機関が自衛隊、警察、海上保安庁等の関係

機関と連携して活動する現場（多数の消防機関が連携して活動する現場を含む。）で

使用する統一的な活動標示方式を示したことから、専科教育救助科等において訓練を

実施することが必要と考えられる。 

また、後述する、人材活用スキーム等（図表２２）により、各分野において高度な

スキルを有する職員を講師等として積極的に活用し、各専科教育の底上げを図る。 

その他に教育訓練基準において、「必要があるときは、二以上の科を合わせて行う

ことができるものとし、重複することとなる教科目については、これを省略するもの

とする。」としていることについては、現行どおりとするなど、一定の柔軟性を確保

する。 

なお、各消防本部の負担を考慮し、消防職員の入校期間についても配慮する必要が

あることから、内容の見直しにあたっては、時間数の変更は行わず現行時間数内にお

いて調整を行うことが適当である。 

また、消防教科書への反映についてであるが、消防教科書が初任教育及び職場教育

において広く利用されることを望み編集が行われているが、その使用状況として一部
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の消防学校において専科・幹部教育での使用実績があることに鑑み、可能な範囲で専

科教育に通じる内容反映を図ることが望ましい。 

 

(ｲ) 見直しの内容 

① 警防科 

     ・ 現行の教育訓練基準を踏襲しつつ、実技訓練の時間を増やすことにより、更な

る充実を図る。消防本部の実情を考慮し、職員が受講し易い研修期間とのバラン

スを勘案しながら検討する必要があることから、総時間数は変更せず、削減可能

な教科目から増やすべき教科目へ配分 

（削減対象科目：警防行政の現状と課題） 

（配分対象科目：実技訓練） 

・ 「教育訓練基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は適当か、ⅱ「分 
類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについて総点検を行い、 
追加・削除・修正（統合・改廃） 

 
■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（専科教育・警防科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特殊災害科 

・ 教育訓練基準については、現行どおりとする。 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃） 

 

教科目 現行 改正 増減 改正内容

講話 1 1 0 現行どおり。

警防行政の現状と課題 3 0 −3 単独の教科目としては廃止し、教科目「警防対策」と統合

防災 5 5 0 現行どおり。

警防対策 13 13 0
時間数はそのままに、現行の「警防行政の現状と課題」で行っていた
内容（災害の発生状況と傾向　等）を追加
指標の見直しを実施

消防戦術と安全管理 14 14 0 現行どおり。

図上訓練 10 10 0 現行どおり。

実技訓練 12 15 ＋3 「警防行政の現状と課題」から削減した3時間を配分

事例研究 6 6 0 現行どおり。

健康管理 3 3 0 現行どおり。

効果測定 2 2 0 現行どおり。

行事その他 1 1 0 現行どおり。

計 70 70 0
総時間数は現行どおり。全体を精査し、実技を伴う教科目の時間数
を増
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③ 予防査察科 

・ 消防法令違反が多い現状等を踏まえ、「違反処理」に関する教育等（適切な違反

是正と違反処理行うために必要な計画作成や執行管理等のマネジメントに関する

ことを含む。）の充実を図る。教科目の時間配分を精査するとともに、必要性の高

い科目の内容を充実 

（削減対象科目：予防査察行政の現状と課題） 

（配分対象科目：査察実習） 

・ 教育訓練基準の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は適当か、ⅱ「分類 
指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについて総点検を行い、 
追加・削除・修正（統合・改廃） 

 

   ■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（専科教育・予防査察科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 危険物科 

・ 教育訓練基準については、現行どおり。 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃）を行うこととする。 

 

⑤ 火災調査科 

・ 教育訓練基準については、現行どおりとする。 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃） 

教科目 現行 改正 増減 改正内容

講話 1 1 0 現行どおり。

予防査察行政の現状と課題 2 1 -1 1時間削減

消防同意 6 6 0 現行どおり。

査察 24 24 0 基準の見直しは行わないが、指標の見直しを実施

危険物規制 7 7 0 基準の見直しは行わないが、指標の見直しを実施

違反処理 14 14 0 基準の見直しは行わないが、指標の見直しを実施

査察実習 7 8 ＋1 時間数増

事例研究 6 6 0 現行どおり。

効果測定 2 2 0 現行どおり。

行事その他 1 1 0 現行どおり。

計 70 70 0
総時間数は現行どおり。全体を精査し、実習を伴う教科目の時間数
を増
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⑥ 救急科 

・ 教育訓練基準については、現行どおりとする。 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃）を行うこととする。 

＊ 初任教育と併せてまたは引き続いて救急科を行う場合：救急需要の増加に対応す

るために、救急科資格者を早期に養成する必要がある場合など、消防本部の実情を

踏まえ、初任教育と併せてまたは引き続いて救急科を行う運用もあり得るが、その

場合でも、救急科２５０時間の教育項目については、省略できない点に留意する必

要がある。 

 

⑦ 救助科 

     ・ 現行基準を踏まえつつ、実際の活動に即した新たな内容を追加する。具体的に 

は、緊急消防援助隊等の広域的な活動を想定した他機関との連携要領や統一的な 

技術（倒壊建物等へのマーキング技法）の内容の追加について検討を行う。 

（削減対象科目：救急） 

（配分対象科目：災害救助対策） 

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標については、ⅰ「教科目」の名称は 
適当か、ⅱ「分類指標」と「主眼とすべき教育内容」の構成内容は適当かについ 
て総点検を行い、追加・削除・修正（統合・改廃）を行うこととする。 

 

■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（専科教育・救助科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科目 現行 改正 増減 改正内容

講話 1 1 0 現行どおり。

安全管理 21 21 0 現行どおり。

災害救助対策 21 23 ＋2
緊急消防援助隊派遣時における他機関等との連携要領や大規模災
害時の検索救助活動における統一的な活動標示（マーキング）方式
に関する内容を追加し時間数増

救急 7 5 -2 時間数を削減

救助器具取扱訓練 21 21 0 現行どおり。

救助訓練 30 30 0 現行どおり。

総合訓練 30 30 0 現行どおり。

体育 3 3 0
時間数は現行どおり。教科目名を「健康管理」に改める。
併せて指標の見直しも実施

効果測定 5 5 0 現行どおり。

行事その他 1 1 0 現行どおり。

計 140 140 0
総時間数は現行どおり。全体を精査し教科目「災害救助対策」の時
間数を増
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ウ 幹部教育 

(ｱ) 見直しの方向性 

     初級幹部科と中級幹部科の統合に関する意見が多かったが、対象となる階級が異な

ることから、現行どおりの区分とする。 

内容の見直しにあたっては、各消防本部の負担を考慮し、入校期間についても配慮

する必要があることから、時間数の変更は行わず現行時間数内において調整を行う。 

(ｲ) 見直しの内容 

① 初級幹部科 

消防司令補及び部隊又は係の長である消防士長を対象とすることから、基本的な現

場指揮要領や安全管理に関する内容の充実を図る一方、講話、行事その他等について

は、時間数を削減 

（削減対象科目：講話、消防時事、行事その他） 

（配分対象科目：安全管理、現場指揮） 

 

 

■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（幹部教育・初級幹部科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中級幹部科 

初級幹部科と同様に現場指揮要領や安全管理に関する内容の充実を図る一方、講話、

行事その他等については、時間数を削減 

（削減対象科目：講話、行事その他） 

（配分対象科目：安全管理、現場指揮） 

 

 

 

 

 

教科目 現行 改正 増減 改正内容

講話 4 1 -3
初級幹部として職責を理解させることを目的に設けているが、現行の
4時間は必要ないことから3時間を削減

訓練礼式 2 2 0 現行どおり。

消防時事 10 8 -2 時間数を2時間削減

消防財政 3 3 0 現行どおり。

人事業務管理 12 12 0
現行どおり。
ただし、指標の見直しは実施

安全管理 6 10 ＋4 初級幹部として必要な職員の安全管理について実施。時間数増

現場指揮 15 18 ＋3
初級幹部として必要な災害現場での指揮要領を中心に実施。時間数
増。指標において緊急消防援助隊に関する内容を追加

事例研究 15 15 0 現行どおり。

行事その他 3 1 -2 2時間削減

計 70 70 0 現行どおり。
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■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（幹部教育・中級幹部科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 上級幹部科 

惨事ストレスを含めた職場におけるメンタルヘルス対策やハラスメント対策等に

関する内容の充実を図る一方、行事その他等については、時間数を削減 

（削減対象科目：行事その他） 

（配分対象科目：人事管理） 

■標準的カリキュラムの具体的な検討結果（幹部教育・上級幹部科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 特別教育 

    (ｱ) 見直しの方向性 

       現行の基準を維持しつつ、新たに実施することが必要と考えられる内容について、

新たに想定される特別教育を以下に示す。 

     (ｲ) 見直しの内容（例） 

        今後、日本国内においてオリンピック・パラリンピック等の各種大規模イベント

の開催が予定されていることから、消防職員についても、それらに対応できる知

識・技術等を身につけさせる必要がある。そのため、特殊災害科の教育に加え、消

防庁の「平成 26 年度大規模イベント開催時の危機管理における消防機関のあり方

に関する研究」の結果等を踏まえ、ＮＢＣ災害（テロ対策を含む。）に特化した特

教科目 現行 改正 増減 改正内容

講話 2 1 -1
中級幹部として職責を理解させることを目的に設けているが、現行の
2時間は必要ないことから1時間を削減

訓練礼式 1 1 0 現行どおり。

消防時事 4 4 0 現行どおり。

消防財政 2 2 0 現行どおり。

人事業務管理 10 10 0 基準の改正は行わないが、指標の見直しを実施

安全管理 4 5 ＋1 中級幹部として必要な職員の安全管理について実施。時間数増

現場指揮 8 10 +2
中級幹部として必要な災害現場での指揮要領を中心に実施。時間数
増。指標において緊急消防援助隊に関する内容を追加

事例研究 15 15 0 現行どおり。

行事その他 3 1 -2 2時間削減

計 49 49 0 現行どおり。

教科目 現行 改正 増減 改正内容

管理職の役割 2 2 0 現行どおり。

業務管理 3 3 0 現行どおり。

人事管理 3 4 ＋1
惨事ストレス含めた職場のメンタルヘルス対策やハラスメント対策に
ついての内容を追加し時間数増

危機管理 3 3 0
現行どおり。
ただし、指標の見直しは実施

事例研究 8 8 0 現行どおり。

行事その他 2 1 -1 1時間削減

計 21 21 0 現行どおり。
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別教育について消防大学校等と連携を図りながら検討・実施していく必要がある。 

   オ その他 

     今後は専科・特別教育等においても、消防庁が開催する各種検討会（研究会）の結 

果等を踏まえ、教育訓練内容を標準化することなども検討していく必要がある。 

また、緊急消防援助隊等の広域的な活動の増加が予想されるため、各消防職員が保 

有する資格や技術等（教育訓練の修了状況）を「見える化」する仕組みの検討も考え 

られる。 

 

（３） 教育訓練の実施にあたり留意すべき事項 

ア 教育訓練における指導手法等について 

消防学校で行う教育訓練において、受講者の行動に戒めるべき点があった場合や、 

教員等の指導内容について理解が進まない場合等において、教員等が受講者に対し直 

接または間接に肉体的苦痛を与える行為はあってはならない。また、強制・強要によ 

り肉体的負荷等を与える行為や暴言等により精神的な苦痛を与える等の不適切な言動 

も同様であり、それらの行為を防止する対策を、各消防学校において検討するととも 

に、全教員（講師）が共通の認識として捉えることができるよう、明文化しておくこ 

とも必要である。※「資料編」に参考資料を添付 

イ 教育訓練実施時における安全管理について 

     消防業務を遂行する上で「安全管理」は最優先すべき事項であり、消防学校におけ

る教育訓練実施時においても同様である。特に初任教育受講者に対する教育訓練実施

時は、対象者が新たに採用された職員であり安全管理に関する知識・技術・経験にお

いて現任職員との間に格段の差があることを念頭におくとともに、実技を伴う訓練に

あたっては、充分な人員（教員・講師等）を確保し安全管理を図ることが必要である。 

また、近年においても実科訓練中の熱中症、水難救助訓練中における溺水事故等が 

発生していることから、各消防学校においては、改めて安全管理体制の徹底を図り事 

故の発生防止に取り組むことが重要である。 

初任教育に限らず各教育においても「教育訓練は安全管理教育の場」として位置づ 

け、正しい安全管理技術、知識を習得させることが重要であり、各種教材のほか消防 

庁のヒヤリハットデータベース等も活用した安全管理教育の更なる充実が求められる。 

ウ １日あたりの単位時間数について 

現行基準では、教育訓練の一単位時間は５０分を標準とし、教育訓練の１週間の単 

位数は、３５単位を標準として編成することとしているが、本部の要請により、ある 

いは初任教育に引き続き専科教育（救急科等）を実施することに伴い教育訓練期間を 

短縮するために１日の単位を８単位（１週間４０単位）としている消防学校もある。 

労働基準法に定める１日・１週間あたりの法定労働時間を超えない限りは、地域の 

実情に応じて１日８単位・１週間４０単位等とすることも可能と考えられる。 
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第３章 より高度な教育訓練を実施するために 

１ 教員となる人材の質の確保・向上 

消防学校の教育訓練の充実強化に当たっては、何よりも教員となる人材の量的・質的確保

が重要である。教員数の確保のうち、量的確保については、前章にある教員数の見直しを行

うことが考えられるが、質の確保のためには、資質を備えた消防職員の活用とともに、特に

高度な専門的知見のある有識者等の人材の活用により高度化・専門化する消防業務に対応す

る必要がある。その際には、消防大学校の協力のもと高度の専門的知見のある有識者を予め

確保しておくことが必要である。 

 

（１）消防大学校の教育訓練を修了した人材を活用するためのスキームの強化 

   現在、消防大学校においては、消防大学校の行う教育訓練修了者のリストを各消防学校

へ提供しているところであるが、その活用が充分になされていないのが現状である。今後

は、各消防学校が当該リストを蓄積して一括管理することで、消防学校及び当該都道府県

に属する消防本部が人材に関する情報を適時適切に共有でき、教育訓練に活用したい人材

の選定と確保を容易にする仕組みを構築すべきである。また、当該名簿の中から高度な知

識・技術を有する人材を選定し、消防学校の教員や講師等のほか各消防本部における研修

等の講師等として活用することで、教育訓練に携わる人材の更なるレベルアップが期待さ

れる（図表２２） 

  

（図表２２ 消防大学校の教育訓練を修了した人材の活用スキーム） 
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（２） 消防学校の講師等の確保を支援するためのスキームの構築 

    現在、消防大学校においては、「消防大学校客員教授」として、大学准教授・講師、民

間の有識者等を招き、教育訓練を行っているところである。このスキームを活用し、客

員教授の講師陣をリストアップし、都道府県消防学校の要請に応じて紹介できる仕組み

を整備することで、専門分野等において、自力で講師の確保が困難な消防学校について

も一定水準の知識・技術を備えた講師等の確保に資することが可能である。 

客員教授としてプールする人材については、 

▶ 消防大学校で行う教育訓練において講師を依頼している大学准教授・講師等 

▶ 消防大学校の教官ＯＢ（定年退職者等） 

▶ その他消防大学校で講師の経験のある人材 

などが考えられ、その確保と消防学校への周知については消防大学校が中心となって運 

用していく必要がある。 

消防大学校には、消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の 

内容及び方法に関する技術的援助を行うとの役割があるため、従来から講師派遣依頼へ 

の対応も行ってきている。一方、消防大学校の教授及び助教授等の人数にも限りがある 

ことから、多くの消防学校のニーズに対応するためには、客員教授等、外部の人材を有 

効に活用することが求められる。（図表２３） 

   

（図表２３ 消防学校の講師等の確保を支援するためのスキーム） 
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   なお、消防学校の教員については、消防本部からの派遣者に頼らざるを得ない状況であ

るが、消防本部によっては、条例定数内の消防職員を消防学校へ派遣することから、派遣

期間中は当該本部の人員に欠員が生じる場合もある。消防本部から消防学校への職員派遣

については、市町村消防本部の持ち回りにより実施している場合が多く、職員の派遣を負

担と感じる消防本部も少なくない。教員の確保は原則として長期（１年以上）派遣による

べきだが、教育内容等によっては、それ以外の方法により補完的に指導要員を充実させる

ことも必要であり、専門的かつ高度な知識・技術を持つ職員を短時間の講師等として招へ

いする手法などが考えられる。 

   その他に、消防に関する教育指導技法及び安全管理の高度な知識及び技術を習得させ、

教育訓練の指導者としての資質の向上を図ることを目的に、初任教育実施期間中に４週間

程度、現任職員を「消防学校の研修教官」という位置づけで入校させ、初任教育学生の指

導等にあたらせている例もあったので、参考として以下に記載する。 

  《参考》神奈川県消防学校の例 

○ 特別教育の一環として「幹部特別教育（研修教官）」を実施。入校資格については、消

防副士長以上の者及び昇進予定者であり、平成２６年度は各回２名受け入れ１２回実施、

計２４名の職員が受講した。 

 ○ 幹部特別教育における研修項目は以下の３点 

   ① 初任教育学生等の寮生活における指導 

宿泊棟及び各寮室における整頓状況の確認や当直時間（１７時１５分～翌８時３０ 

分）における当直教官、当直業務の補佐 

   ② 教育訓練における技術指導 

 実科訓練や実務学科についての指導 

  ③ 各種消防学校行事、運営等についての補助 

初任教育中に実施される行事等（入校式、卒業式などの他、査閲、徒歩訓練など） 

について補助を行う。 

○ 研修教官が指導するに際しては、神奈川県消防学校が定める「初任教育における教官

指導要領」により「研修教官心得に関する基準」及び「研修教官心得（補足）」について

留意し指導にあたることとしている。 

 

（３）消防学校と消防本部の連携 

教育訓練の更なる充実を図るためには、消防学校と消防本部がそれぞれの役割に応じて

分担し、相互に緊密な連携を図りつつ職員の訓練を行うことが必要である。    

消防本部が担うことが期待される役割として、地域の気象条件、地形、災害の発生態様・

特性などの管内情勢を十分考慮した上で、実際の災害を想定した教育訓練を消防学校と連

携を図りながら計画的に実施する必要がある。消防職員及び消防団員の教育訓練は、消防

学校で実施することとされているが、消防学校に全面的に依存することがあってはならな

い。また、専科教育、幹部教育、特別教育については、消防職員を入校させるに際して、

各本部で事前に予備的な教育を行うなど、教育訓練を効果的に受講させるための配慮が必
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要である。また、各教育訓練修了者に対しては、必要に応じて現場ならではの補完教育を

積極的に実施するなど、教育効果の定着と習熟度の一層の向上が図られるよう配慮すべき

である。さらに、専科教育等修了者を指導者として、各消防本部における職場内教育（OJT）

に活用することにより継続的な人材育成が可能となる。 

各消防本部においては、今後とも消防職員の教育訓練にかかる労を惜しむことなく、人

材育成を推進することが今後の消防力の維持向上に不可欠であることを認識する必要があ

る。 

また、消防学校の円滑な運営のためには消防本部をはじめとした関係機関の協力が不可

欠であることから、施設等の基準では、各消防学校長の判断により消防学校の運営に関す

る協議会等を設置できることとされている。平成２５年度における設置・開催状況につい

ては図表２４のとおりで、６５．５％の学校が設置し、そのうち約９割が１回または２回

の開催となっている。引き続き、この協議会を活用し消防学校と消防本部との間で調整を

図り地域の実情に応じた協力体制を強固にし、消防職員に対する教育訓練の一層の充実が

図られることを期待する。 

 

（図表２４ 平成２５年度における協議会の設置・開催状況） 

 

 

（N=55校） 

 

 

 

２ 消防学校間の連携の推進 

これまでも消防学校間等の連携により、教育訓練機会の確保を図っている取組が見られる

が、各消防学校とも、それぞれに実践的訓練施設等を整備することが難しい状況にある中、

また、各消防学校では受講希望の少ない学科等の開講が困難な中、他の消防学校と連携して

教育訓練を実施することにより、自校の人員・施設・設備のみでは実施できない教育訓練に

ついても実施することが可能となることからも、更に推進することが求められる。また、消

防学校間で連携し複数の都道府県の消防本部が合同で教育訓練を実施することにより、今後、

派遣増加が予想される緊急消防援助隊における活動の際にも円滑な協力体制が確保しやすく

なるなどの副次的効果も期待できる。 

消防学校間の連携相手としては、例えば、指定都市の消防学校とその指定都市の所在する

道府県の消防学校での取組が進んでいるほか、複数府県で構成される広域行政エリアにおけ

る消防学校間での実施も見られるところであり、今後は緊急消防援助隊のブロック単位など

における取組も期待される。 

内容としても、専科の一部種別を連携して開講するケースのほか、実践的訓練を施設の充

実した消防学校で連携して実施するなどの例も見られる。 

  今後、更なる教育訓練の高度化・専門化に対応するために、限られた人材・施設・設備を

設置校数 36 設置率 65.5% 開催回数 校数 割合

1回 19 52.8%

2回 13 36.1%

3回 3 8.3%

4回以上 1 2.8%
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有効に活用すべく、様々な形で広域的な連携に取り組むことが求められる。 

 

（１）複数の消防学校間における連携の状況 

   平成２５年度における、複数の消防学校間の連携状況であるが、図表２５のとおり延べ

７６校が３６の初任教育・専科で連携した教育訓練を実施していた。 

   なお、連携の一例を図表２６に示す。 

 

（図表２５ 平成２５年度における消防学校間の連携状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　連携事例数 ２　連携校数

初任教育 救助科 火災調査科 特殊災害科

17 6 5 3

予防査察科 初級幹部科 その他 合計

2 1 2 36

延べ７６校
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（図表２６ 消防学校間の連携事例） 

 

連
携

学
校

名
種

類
・
種

目
・
種

別
実

施
場

所
実

施
期

間
・
形

態
内

容
・
効

果
・
課

題
費

用
負

担
経

緯
効

果
・
課

題
・
継

続
予

定

富
山

県
消

防
学

校
神

奈
川

県
消

防
学

校
救

助
科

（
実

施
場

所
）

富
山

県
消

防
学

校
（
形

態
）

富
山

県
消

防
学

校
が

受
け

入
れ

（
期

間
）

平
成

２
５

年
１

０
月

１
５

日
～

１
０

月
１

７
日

（
３

日
間

　
計

５
６

時
間

）

【
内

容
】

　
緊

急
消

防
援

助
隊

に
係

る
制

度
及

び
活

動
上

の
技

術
を

含
め

た
広

範
な

知
見

に
基

づ
く

総
合

的
な

技
能

の
醸

成
を

目
的

と
し

て
、

神
奈

川
県

が
出

動
準

備
都

道
府

県
と

し
て

指
定

さ
れ

る
富

山
県

で
の

消
防

学
校

施
設

に
お

い
て

、
当

該
連

携
活

動
技

術
の

向
上

を
図

る
た

め
の

訓
練

を
実

施
。

　
富

山
県

消
防

学
校

の
食

堂
で

喫
食

し
た

場
合

に
、

食
費

の
実

費
負

担
を

求
め

て
い

る
。

・
平

成
１

８
年

度
頃

か
ら

富
山

県
消

防
学

校
の

初
任

教
育

学
生

が
視

察
旅

行
の

際
、

神
奈

川
県

消
防

学
校

へ
赴

き
訓

練
場

視
察

や
各

種
訓

練
を

行
っ

て
い

た
。

・
平

成
２

４
年

度
に

富
山

県
消

防
学

校
が

富
山

県
広

域
消

防
防

災
セ

ン
タ

ー
に

改
組

の
う

え
、

移
転

・
新

築
し

設
備

等
が

充
足

し
た

こ
と

な
ど

か
ら

、
以

後
は

神
奈

川
県

消
防

学
校

救
助

科
が

、
神

奈
川

県
か

ら
富

山
県

ま
で

の
長

距
離

移
動

訓
練

等
を

行
う

緊
急

消
防

援
助

隊
想

定
訓

練
を

行
う

こ
と

と
な

っ
た

。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

・
他

県
の

消
防

学
校

学
生

と
実

践
的

な
訓

練
を

実
施

し
、

学
生

相
互

に
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
連

携
活

動
の

困
難

さ
を

体
得

で
き

る
。

・
訓

練
を

通
し

て
応

用
的

な
判

断
力

の
養

成
と

救
助

技
術

の
向

上
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
【
課

題
】

・
神

奈
川

県
か

ら
富

山
県

へ
の

移
動

に
際

し
時

間
を

要
す

る
た

め
、

訓
練

時
間

が
短

く
な

り
タ

イ
ト

な
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
と

な
る

。
・
学

生
の

人
数

と
訓

練
種

目
が

多
く

か
つ

訓
練

内
容

が
複

雑
な

た
め

、
安

全
管

理
員

（
教

官
）
が

不
足

す
る

。
【
今

後
】

・
学

生
か

ら
の

訓
練

実
施

後
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
等

を
基

に
訓

練
種

目
を

精
選

し
、

安
全

管
理

に
余

裕
が

あ
る

内
容

に
改

善
し

て
今

後
も

継
続

す
る

予
定

で
あ

る
。

三
重

県
消

防
学

校
奈

良
県

消
防

学
校

救
助

科
（
実

施
場

所
）

三
重

県
消

防
学

校
（
形

態
）

三
重

県
が

奈
良

県
を

受
け

入
れ

（
期

間
）

平
成

２
５

年
１

０
月

１
日

　
～

１
０

月
２

２
日

（
　

　
日

間
　

計
８

時
間

）

【
内

容
】

Ａ
Ｆ

Ｔ
訓

練
施

設
を

使
用

し
た

、
三

重
・
奈

良
合

同
の

「
火

災
救

助
訓

練
」
で

、
（
１

）
１

隊
５

名
編

成
に

お
け

る
火

災
救

助
対

応
（
２

）
迅

速
な

状
況

判
断

及
び

救
助

活
動

（
３

）
危

険
の

予
測

、
把

握
及

び
徹

底
（
４

）
他

隊
の

活
動

状
況

の
把

握
及

び
連

携
を

訓
練

主
眼

に
、

３
小

隊
＋

安
全

管
理

等
１

小
隊

の
計

４
小

隊
（
三

重
・
奈

良
各

２
隊

）
で

役
割

を
交

代
し

な
が

ら
３

回
実

施
。

・
協

定
や

覚
書

は
な

く
、

三
重

県
消

防
学

校
に

お
け

る
施

設
貸

出
の

形
式

を
と

っ
て

い
る

。
・
他

の
県

内
消

防
本

部
等

の
訓

練
使

用
と

同
様

に
、

費
用

負
担

に
関

し
て

は
相

手
方

に
は

求
め

て
お

ら
ず

、
三

重
県

が
負

担
し

て
い

る
。

【
経

緯
】

　
奈

良
県

消
防

学
校

が
Ａ

Ｆ
Ｔ

訓
練

施
設

を
使

用
（
※

合
同

訓
練

以
外

の
時

間
帯

は
奈

良
県

が
独

自
の

訓
練

を
実

施
）
す

る
目

的
で

実
施

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

・
他

県
交

流
の

機
会

と
な

る
こ

と
で

互
い

に
切

磋
琢

磨
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
各

学
校

の
訓

練
目

的
・
主

眼
等

少
な

か
ら

ず
違

い
が

あ
る

た
め

、
合

同
訓

練
を

実
施

す
る

か
ど

う
か

も
含

め
て

、
訓

練
の

主
眼

・
意

義
・
実

施
方

法
・
効

果
に

つ
い

て
、

学
校

内
お

よ
び

学
校

間
で

十
分

に
検

討
・

協
議

を
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

特
殊

災
害

科
（
実

施
場

所
）

京
都

市
消

防
学

校
（
形

態
）

京
都

市
消

防
学

校
が

京
都

府
立

消
防

学
校

を
受

け
入

れ
（
委

託
契

約
書

に
よ

り
訓

練
委

託
）

（
期

間
）

平
成

２
５

年
１

２
月

９
日

～
１

２
月

１
３

日
（
５

日
間

　
計

３
５

時
間

）

【
内

容
】

　
消

防
職

員
専

科
教

育
充

実
の

た
め

、
京

都
市

の
先

進
的

な
教

育
内

容
を

活
用

ア
　

イ
ニ

シ
ャ

ル
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
建

設
費

（
当

該
教

育
に

使
用

す
る

部
分

）
に

つ
い

て
、

施
設

耐
用

年
数

5
0
年

を
準

用
し

一
年

換
算

し
，

年
間

全
教

育
の

延
べ

受
講

者
数

で
按

分
。

イ
　

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
の

年
間

維
持

管
理

費
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

，
年

間
全

教
育

の
延

べ
受

講
者

数
で

按
分

。

ウ
　

各
科

目
コ

ス
ト

／
人

　
　

人
件

費
及

び
物

件
費

に
つ

い
て

，
科

目
毎

に
必

要
な

額
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

受
講

者
数

で
按

分
。

　 ●
上

記
ア

～
ウ

の
合

算
額

を
１

人
当

た
り

の
科

目
毎

の
委

託
単

価
に

置
き

換
え

，
こ

れ
に

府
受

講
者

数
を

乗
じ

て
算

出
す

る
。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

特
殊

災
害

現
場

等
に

近
い

施
設

環
境

で
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
が

可
能

。

予
防

査
察

科
（
実

施
場

所
）

京
都

市
消

防
学

校
（
形

態
）

京
都

市
消

防
学

校
が

京
都

府
立

消
防

学
校

を
受

け
入

れ
（
委

託
契

約
書

に
よ

り
訓

練
委

託
）

（
期

間
）

平
成

２
５

年
１

１
月

１
８

日
～

１
１

月
２

９
日

（
５

日
間

　
計

３
５

時
間

）

【
内

容
】

消
防

職
員

専
科

教
育

充
実

の
た

め
、

京
都

市
の

先
進

的
な

教
育

内
容

を
活

用

ア
　

イ
ニ

シ
ャ

ル
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
建

設
費

（
当

該
教

育
に

使
用

す
る

部
分

）
に

つ
い

て
、

施
設

耐
用

年
数

5
0
年

を
準

用
し

一
年

換
算

し
，

年
間

全
教

育
の

延
べ

受
講

者
数

で
按

分
。

イ
　

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
の

年
間

維
持

管
理

費
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

，
年

間
全

教
育

の
延

べ
受

講
者

数
で

按
分

。

ウ
　

各
科

目
コ

ス
ト

／
人

　
　

人
件

費
及

び
物

件
費

に
つ

い
て

，
科

目
毎

に
必

要
な

額
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

受
講

者
数

で
按

分
。

　 ●
上

記
ア

～
ウ

の
合

算
額

を
１

人
当

た
り

の
科

目
毎

の
委

託
単

価
に

置
き

換
え

，
こ

れ
に

府
受

講
者

数
を

乗
じ

て
算

出
す

る
。

【
効

果
】

予
防

査
察

現
場

等
に

近
い

施
設

環
境

で
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
が

可
能

。

京
都

市
消

防
学

校
京

都
府

立
消

防
学

校
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連
携

学
校

名
種

類
・
種

目
・
種

別
実

施
場

所
実

施
期

間
・
形

態
内

容
・
効

果
・
課

題
費

用
負

担
経

緯
効

果
・
課

題
・
継

続
予

定

京
都

市
消

防
学

校
京

都
府

立
消

防
学

校
火

災
調

査
（
実

施
場

所
）

京
都

市
消

防
学

校
（
形

態
）

京
都

市
消

防
学

校
が

京
都

府
立

消
防

学
校

を
受

け
入

れ
（
委

託
契

約
書

に
よ

り
訓

練
委

託
）

（
期

間
）

平
成

２
５

年
９

月
９

日
～

９
月

１
３

日
（
５

日
間

　
計

３
５

時
間

）

【
内

容
】

　
消

防
職

員
専

科
教

育
充

実
の

た
め

、
京

都
市

の
先

進
的

な
教

育
内

容
を

活
用

ア
　

イ
ニ

シ
ャ

ル
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
建

設
費

（
当

該
教

育
に

使
用

す
る

部
分

）
に

つ
い

て
、

施
設

耐
用

年
数

5
0
年

を
準

用
し

一
年

換
算

し
，

年
間

全
教

育
の

延
べ

受
講

者
数

で
按

分
。

イ
　

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

／
人

　
　

市
学

校
の

年
間

維
持

管
理

費
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

，
年

間
全

教
育

の
延

べ
受

講
者

数
で

按
分

。

ウ
　

各
科

目
コ

ス
ト

／
人

　
　

人
件

費
及

び
物

件
費

に
つ

い
て

，
科

目
毎

に
必

要
な

額
（
相

当
分

と
し

て
2
2
年

度
に

算
出

し
た

額
）
を

受
講

者
数

で
按

分
。

　 ●
上

記
ア

～
ウ

の
合

算
額

を
３

人
当

た
り

の
科

目
毎

の
委

託
単

価
に

置
き

換
え

，
こ

れ
に

府
受

講
者

数
を

乗
じ

て
算

出
す

る
。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

予
防

査
察

現
場

等
に

近
い

施
設

環
境

で
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
が

可
能

。

山
口

県
消

防
学

校
愛

媛
県

消
防

学
校

初
任

教
育

（
実

施
場

所
）

山
口

県
消

防
学

校
（
形

態
）

山
口

県
消

防
学

校
が

愛
媛

県
消

防
学

校
を

受
け

入
れ

（
期

間
）

平
成

２
５

年
８

月
１

４
日

～
８

月
１

５
日

（
２

日
間

　
計

１
１

時
間

）

【
内

容
】

　
両

県
の

初
任

教
育

訓
練

生
を

対
象

に
、

相
互

の
教

官
が

他
校

の
学

生
に

教
授

し
、

教
育

訓
練

は
訓

練
計

画
と

日
程

表
を

作
成

し
て

い
る

。
（
平

成
2
6
年

度
は

、
山

口
県

消
防

学
校

教
官

は
瓦

礫
下

検
索

救
助

訓
練

及
び

災
害

図
上

訓
練

、
愛

媛
県

消
防

学
校

教
官

は
火

災
出

動
基

本
の

防
火

衣
着

装
及

び
消

防
活

動
訓

練
を

実
施

）

　
消

防
学

校
と

し
て

の
費

用
負

担
は

な
く

、
取

決
め

事
項

等
も

無
い

が
、

両
校

に
費

用
負

担
を

か
け

な
い

よ
う

に
努

め
て

お
り

、
教

育
訓

練
内

容
に

よ
り

そ
の

都
度

協
議

し
て

い
る

。

・
近

隣
の

消
防

学
校

に
お

い
て

、
初

任
教

育
の

一
環

で
合

同
研

修
を

実
施

し
て

い
る

な
か

、
よ

り
現

実
性

の
あ

る
教

育
内

容
で

、
県

境
を

越
え

て
教

官
の

教
育

技
法

の
向

上
を

図
る

合
同

研
修

が
で

き
な

い
か

等
を

模
索

し
て

い
た

時
期

に
、

中
国

・
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
教

官
会

議
で

両
県

の
意

思
疎

通
が

あ
り

企
画

し
た

も
の

で
あ

る
。

・
両

県
教

官
の

教
育

技
法

の
交

流
及

び
初

任
教

育
訓

練
生

の
教

育
訓

練
進

捗
度

の
確

認
と

、
訓

練
生

相
互

の
消

防
人

と
し

て
の

交
流

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
実

施
し

て
い

る
。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

・
初

任
教

育
訓

練
生

相
互

の
刺

激
と

交
流

で
相

乗
効

果
が

あ
り

、
精

神
面

・
技

術
等

が
向

上
し

て
い

る
。

ま
た

、
教

官
相

互
が

教
育

技
法

や
初

任
教

育
の

進
捗

度
等

を
研

究
し

、
各

学
校

で
の

残
り

の
教

科
目

（
実

技
訓

練
）
の

教
育

指
導

に
生

か
し

て
お

り
今

後
も

継
続

予
定

で
あ

る
。

両
校

の
混

成
で

の
教

育
訓

練
等

で
さ

ら
に

親
睦

を
深

め
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。
・
課

題
は

、
訓

練
生

の
移

動
に

長
時

間
を

要
す

る
た

め
、

教
育

訓
練

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

タ
イ

ト
に

な
る

こ
と

。

香
川

県
消

防
学

校
岡

山
県

消
防

学
校

愛
媛

県
消

防
学

校

特
殊

災
害

科
（
実

施
場

所
）

香
川

県
消

防
学

校
（
形

態
）

香
川

県
が

岡
山

県
を

受
け

入
れ

（
期

間
）

平
成

２
６

年
３

月
６

日
　

～
３

月
１

４
日

（
４

日
間

計
４

９
時

間
）

【
内

容
】

　
香

川
県

消
防

学
校

で
は

、
平

成
１

７
年

度
か

ら
特

殊
災

害
科

を
毎

年
３

月
中

旬
頃

実
施

し
て

お
り

、
平

成
１

９
年

度
か

ら
他

県
の

職
員

を
受

入
れ

て
、

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
。

　
入

校
経

費
に

つ
い

て
は

、
香

川
県

下
職

員
と

同
額

で
あ

り
、

協
定

や
覚

書
き

は
な

い
。

　
愛

媛
県

消
防

学
校

及
び

岡
山

県
消

防
学

校
は

、
特

殊
災

害
科

を
実

施
し

て
お

ら
ず

、
両

県
下

職
員

の
教

育
の

た
め

香
川

県
消

防
学

校
へ

の
入

校
要

望
が

あ
り

、
そ

れ
に

応
じ

た
も

の
。

【
効

果
・
今

後
の

課
題

等
】

隣
県

職
員

と
顔

の
見

え
る

関
係

を
築

く
こ

と
が

で
き

、
今

後
の

広
域

的
活

動
時

に
役

立
つ

こ
と

が
期

待
 さ

れ
る

た
め

、
今

後
も

継
続

を
予

定
し

て
い

る
。
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（２）２つの学校を統合した事例（大阪府・大阪市） 

消防学校の統合・機能強化により、教育効果を最大限に発揮することを目的としており、

府・市消防学校双方の利点を活用するよう内容等を検証し、相互に補完しながら、大阪の

消防職団員の教育訓練の充実強化を図っている。 

統合にあたっては、一方の学校にすべての教育訓練を行う機能を統合するのではなく、

消防学校の機能分化を行い、大阪府立消防学校については基礎的な教育訓練（学校教育）

施設として、大阪市消防局高度専門教育訓練センター（旧大阪市消防学校）については、

高度かつ専門的な訓練施設として位置づけた。府内消防力の充実強化を人材面から推進す

ることを目指すべき方向性とし、大阪府立消防学校においては、初任教育や専科教育等を

一元的に担うこととし、さらに救急需要の増加に対応するため専科教育「救急科」を初任

教育に組み込み授業時間を増加させるなど学校教育カリキュラムの再構築を行った。 

大阪市消防局高度専門教育訓練センターについては、救急救命士養成を一元的に担い、

さらに、予防や救助などの分野でより高度かつ専門的な訓練を実施することとし、府内消

防本部の連携訓練・合同研修の充実を図っている。 

 

（３）連携強化について検討を重ねている事例（京都府・京都市） 

京都府と京都市の消防学校では、平成２３年度から専科教育の一部を連携して実施して

いる。京都市消防学校が保有する最新の訓練施設を活用した専門教育を府内の消防職員も

受講できるよう、専科教育７科のうち３科（特殊災害科、予防査察科、火災調査科）につ

いて、京都市消防学校が京都府立消防学校から委託を受けている。【委託人数（３科目合計）

２３年度：４８名、２４年度：５３名、２５年度：６１名】 

これは、平成２１～２２年度にかけて検討された京都府立消防学校の機能充実に関する

提言に基づき、近接の京都市消防学校と協議を進めた結果、京都府立消防学校では毎年全

教科目の開講が困難であった専科教育の一部を京都市消防学校へ委託することとしたもの

で、府内消防職員の受講機会の確保と、府・市消防学校間の連携強化につながっている。 

現在は、消防職員・消防団員の災害対応力向上の観点から、専科教育の連携拡充など具

体の共同訓練のほか、全体を通じて共同化していくことも含め、更なる連携強化の方法を

模索しながら議論を進めている。 
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お わ り に 

 

消防学校における教育訓練は、消防職員に求められる基礎的な知識・技術等を身につけるだ

けでなく、災害の複雑化、多様化など消防を巡る様々な課題に対し、適切な消防力を確保して

いくために極めて重要な役割を担っている。特に大量退職・大量採用の世代交代の時期におい

て、災害対応力を維持する体制の確保は大きな課題である。 

本検討会では、まず、消防本部の教育ニーズに対応できる教員の確保のため、その算定方式

を見直すこととした。 

また、各地において要望の高い実践的訓練施設についても、施設を有効活用する観点から、

消防学校間の連携利用を念頭におきつつ、施設等の基準において「標準的に備えるべき施設」

として位置づけることとすべきであるとしている。未だ実践的な訓練施設の整備がなされてい

ない消防学校においては、他の消防学校との連携を含め、対応を検討することが期待される。 

さらに、これまで以上に教育訓練の質を高めていくため、消防大学校が行う教育訓練を修了

した人材（消防職員）をこれまで以上に活用していくためのスキームや消防大学校の客員教授

制度をベースにより高度の専門的知識を持つ外部人材（有識者等）を各消防学校において講師

等として活用し易くするスキームを提案している。これらのスキームの運用にあたっては、各

消防学校と消防大学校が連携、協力しながら進めて行く必要があるほか、各消防学校における

積極的な取組が求められる。 

消防学校が抱える課題は共通のものが多く、それらの課題に効率的に取り組むためには、今

後は消防学校において教育訓練を実際に担当する教員など学校関係者の全国的・広域的なネッ

トワーク作りも望まれる。各消防学校における取組事例や意見交換等を行うことにより、学校

間のつながりが形成されるほか、それを契機に複数の学校が連携した教育訓練の実施に発展す

ること等が期待される。これら日頃からの連携により、緊急消防援助隊等の現場活動における

円滑な連携にも資すると考えられる。 

 最後に、消防の業務は、今後も高度化・専門化が求められ、変化していくことが予想される。

特に、２０１６年の主要国首脳会議（サミット）、２０１９年の第９回ラグビーワールドカップ、

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会など、大規模なイベントの開催も予定され

ており、それらイベントにおける消防の任務は、より高度な内容を求められるものと思われる。

その際、消防が果たすべき任務を遂行する上で必要となる特別な知識や技術の教育訓練につい

ては、消防大学校や各消防学校がその役割の一部を担うことから、各消防学校においては、引

き続き消防大学校と連携を図りながら、消防職員の教育訓練の充実強化に向けて取り組んでい

ただくとともに、現場の要請に対し適時適切に応えることのできる体制づくりをお願いする。 
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＜参考＞ 取組事例紹介 

 

■教育訓練の授業にＩＣＴを活用した事例（宮城県消防学校） 

 
宮城県消防学校教育訓練及び施設管理概要 

 
 本校の校訓である「誠實」「努力」「忍耐」を基として「宮城の安全・安心を築く真の消防人

を育成する」をスローガンに，消防職員・消防団員に対する各種教育訓練を実施している。 
 
１ 教育訓練の特色 
 ⑴ 初任総合教育 

   県内各消防本部に新たに採用された職員に対し，６ヶ月間の初任教育（804時間）と救助

科（143時間），救急科（288時間）の専科教育も併せ，１年間の教育期間において１，２

３５時間の初任総合教育を平成９年度から実施している。 

    教育訓練スケジュール（平成２６年度） 
     4.8              9.26  10.14  11.12  1.19            3.19 

 
 
            初任教育       所属  救助科 所属   救急科 
                     研修     研修 
 
２ 効果的・効率的教育訓練への取り組み 
 ⑴ 教育支援システムの導入によるＩＣＴ教育 

   学校施設におけるネットワーク環境を整備し，教育支援システム（SKYMENU）及び電子黒

板並びにタブレット端末を活用して効果的・効率的な教育への取り組みを行っている。 

 

                  災害対応シミュレーション装置を導入，

様々な災害現場における部隊運用・安

全管理等災害現場における現場指揮

者等の養成に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICT教育イメージ 

災害対応シミュレーション
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  電子黒板を利用した授業の様子       タブレット型端末を使用した授業の様子 

 
 ⑵ 教育訓練に係る連携 
   教育訓練の効果を更に高める取り組みとして，他県消防学校との交流を実施している。 
   初任総合教育においては，岩手・福島両県消防学校との体育大会の開催を通じて，相互

の学生の教育に対する意識の高揚を図っている。 
   また，教官同士が相互に視察を行うことにより教育手法を学ぶことや，自校には無い訓

練施設を活用した合同訓練によって教育効果の向上に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ３県体育大会学生交流競技の様子        福島県消防学校との合同訓練状況 
 
 ⑶ 消防学校教育訓練あり方検討委員会 
   団塊の世代の大量退職や震災以降の地域住民のニーズ及び複雑・大規模化する災害様態

に対応した教育訓練を実施するため，平成２５年８月に各消防本部職員及び主務課並びに

学校職員からなる検討委員会を設置し，平成２６年８月までの１年間，消防学校の教育訓

練内容や教育体制について検討を実施した。この検討結果を基として来年度からの５ヶ年

間の教育基本計画を策定する。 
 
３ 学校施設管理 
  現在の消防学校は，民間の資金と技術力を活用する「ＰＦＩ」事業により，平成２３年８

月に竣工し、以降，平成４３年までの２０年間の施設維持管理，食堂運営等の業務を委託し

ている。 

43



■パワーハラスメント防止等を目的に指導要領を策定し全職員に明示・周知した事例 

（東京消防庁消防学校） 

 

１ 趣旨 

  消防学校研修で発生したパワーハラスメント事案を踏まえ、消防学校における教育の適正

化、統一化を図るため、専門家の意見を取り入れ教育指導を見直したものである。 

 

２ 教育指導の見直し 

教育指導を行う際に求められる教育者としてのあるべき姿、指導のあり方及び指導の範囲

などの教育指導要領を、より具体的かつ分かりやすく示した「消防学校教育指導便覧」を新

たに策定し、通達に位置づけ、消防学校教養に携わる全ての教育者に徹底している。 

 

３ 「消防学校教育指導便覧」【抜粋】 

  別添のとおり 
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■教育訓練に関する調査結果  

 
 
 
 
 
 

《調査方法》  

「平成２６年度「消防学校の教育訓練に関する調査」の実施につい

て」（平成２６年５月３０日消防消第１３５号）による調査  

 
 

調査期間：平成２６年５月３０日～６月２７日  

 

調査対象：全消防学校（５５校）  

     ※平成２５年度実績については、旧大阪市消防学校を含む。 
 

回答方法：調査票による回答 
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■　教職員数の推移

　学校数：５４校（H26年度）
　　　　　　５５校（H25年度まで)
  ※消防学校数（東京都は東京消防庁消防学校１校とし、「指定都市等」に計上）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

458 475 449 466 486 491 502 496 509 512 516

うち消防本部
からの派遣 117 131 123 174 190 195 219 209 225 226 242

割合 25.5% 27.6% 27.4% 37.3% 39.1% 39.7% 43.6% 42.1% 44.2% 44.1% 46.9%

45 25 59 37 45 56 64 70 61 68 40

うち消防本部
からの派遣 16 1 24 29 30 33 20 40 22 35 17

割合 35.6% 4.0% 40.7% 78.4% 66.7% 58.9% 31.3% 57.1% 36.1% 51.5% 42.5%

503 500 508 503 531 547 566 566 570 580 556

うち消防本部
からの派遣 133 132 147 203 220 228 239 249 247 261 259

割合 26.4% 26.4% 28.9% 40.4% 41.4% 41.7% 42.2% 44.0% 43.3% 45.0% 46.6%

28,109 27,130 27,947 28,574 30,086 29,315 30,165 32,031 35,954 31,936 ―

55.9 54.3 55.0 56.8 56.7 53.6 53.3 56.6 63.1 55.1 ―

（単位：人）

教員一人当たりの学
生数

年度

計

専任

兼任

学生数
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　学校数：５４校（H26年度）
　　　　　 　５５校（H25年度)
  ※消防学校数（東京都は東京消防庁消防学校１校とし、「指定都市等」に計上）

　１　教員数（平成26年度）

小計 合計

男性 206

女性 2

再任用 1

男性 33

女性 0

再任用 0

男性 92 151

女性 5 11

再任用 11 4

男性 15

女性 0

再任用 0

男性 2

女性 0

再任用 0

男性 9 12

女性 0 0

再任用 0 2

376 180 556

　２　教員一人あたりの初任学生数（平成26年度） （単位：人）

人数 割合

259 68.9%

117 31.1%

376 100.0%

（単位：人）

■　教員の状況

教員種別 都道府県 指定都市等

専任

本部からの派遣
（派遣期間１年以

上）
209

242

―

108 108

14

１３．９人

242

516

―

―

本部からの派遣
（派遣期間１年未

満）
33

―

―

―

都道府県職員
※指定都市及び東京
消防庁については、当

該本部の教員数

166 274

７．０人

23

合計

都道府県と指定都市等の別 学生数 教員数 教員一人あたりの学生数

40

―

―

本部からの派遣
（派遣期間１年未

満）
2

―

―

―

都道府県職員
※指定都市及び東京
消防庁については、当

該本部の教員数

9

兼任

本部からの派遣
（派遣期間１年以

上）
15

17

―

17

9

教員種別

本部からの派遣

都道府県職員

合計

都道府県 5,241人 376人

指定都市等 1,267人 180人

（単位：人）

　３　都道府県消防学校における本部からの派遣職員数と都道府県職員数（平成26年度）

本部からの 
派遣 
259人(68.9％) 

都道府県職員 
117人(31.1％) 
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　４　全消防学校の教員数に占める都道府県と指定都市の割合（平成26年度）

学校数 割合 人数 割合

46 85.2% 376 67.6%

8 14.8% 180 32.4%

54 100.0% 556 100.0%

　５　全消防学校の教員数に占める女性と再任用職員の割合（平成26年度）

人数 割合 割合

556 18 3.2% 3.2%

　６　全消防学校の現有教員数と基準教員数との比較（平成26年度）

都道府県 指定都市等

368 98

376 180

102.2% 183.7%

割合 割合 割合

41.3% 87.5% 26 48.1%

28.3% 12.5% 14 25.9%

30.4% 0.0% 14 25.9%

※東京消防庁は指定都市等に計上

都道府県と指定都市等の別

都道府県

（単位：人）

18

合計

基準に基づく教員数（Ａ） 466

現有教員数（Ｂ） 556

指定都市等

合計

教員数 うち女性 うち再任用

人数

（単位：人）

（単位：人）

現有教員数が基準を上回っ
ている 19 7

現有教員数が基準と同数 13 1

（Ｂ）÷（Ａ）×100％ 119.3%

全体
(54校)

道府県
(46校)

指定都市等
(8校)

現有教員数が基準を下回っ
ている 14 0

（単位：人）

 ※小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

都道府県学校 
46校(85.2％) 

指定都市等学校 
8校(14.8％) 

都道府県教員 
376人(67.6％) 

指定都市等学校 
180人(32.4％) 

基準を上回っている 基準と同数 基準を下回っている 

（図１）都道府県学校と指定都市等学校の割合 （図２）学校別教員数 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
都道府県 
(46校) 

指定都市等 
(9校) 

基準を上回っている 基準と同数 基準を下回っている 

41.3% 

87.5% 

28.3% 
12.5% 

30.4% 

0% 
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　７　全消防学校における年間平均在籍学生数（合計）とピーク時における在籍学生数（合計）との比較

　　※平成25年度実績

合計 合計 合計 １校平均

3,589 1,256 4,845 88.1

5,349 1,531 6,880 125.1

　８　都道府県消防学校における教員派遣の根拠

派遣根拠 校数 割合

１校平均

年間平均在籍学生数
（Ａ） 78.0 139.6

最繁忙時における在籍
学生数（Ｂ） 116.3 170.1

都道府県 指定都市等 合計

１校平均

（単位：人）

合計 46 100.0%
 ※小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

③　①と②併用 3 6.5%

未回答 2 4.3%

①　地方自治法第２５２条の１７ 39 84.8%

②　①以外（自治体間の協定等） 2 4.3%

（Ｂ）÷（Ａ）×100％ 149.1% 121.9% 142.0%

① 39校(84.8％) 

➁ 2校(4.3％) 

➂ 3校 
(6.5％) 

➃ 2校(4.3％) ① 地方自治法第２５２条の１７ 

② ①以外（自治体間の協定等） 

③ ①と②併用 

未回答 
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■　現行の「消防学校の施設、人員及び運営の基準・別表第三」（教員の数）に関する意見

意　　見
・現行の施設、人員及び運営の基準は、平成15年の教育訓練の基準が改正された際に、初任教育等
で実技訓練の時間数が増加したにも関わらず教官数の算定基準が見直されていないことや安全管理
の観点から、実技訓練の実態に合わせた教官数の算定基準の見直しが必要と考える。

・救急救命士養成課程や消防大学校の各教育訓練修了者など、教員の資格の基準も含めた基準とな
るよう検討していただきたい。

・現行の基準どおりでは、教官１名で複数の教育を担当せざるを得ないこともあり、授業の準備（講義
資料等の作成、効果測定など）等による業務量が増加しているのが現状である。又、複雑多様化する
災害や、救急などの高度化に伴い教官の勉強時間も必要となることから、教員数の基準を見直してい
ただきたい。併せて、事務職員についても、現行の「２名以上」から「３名以上」に改定していただきた
い。

・消防学校の施設、人員及び運営の基準第７条で教員の定義として「消防に関する相当の学識経験を
有するもの」とあるが、実情は都道府県職員が教員として配置され、その数を含んだ数値と解釈されて
おり、実科訓練指導に苦慮している。

・初任教育に関しては、当分の間２００人程度で推移していること、救急科については、当分の間入校
者数が増加する傾向にあることから、基準どおりの配置では、安全管理上の問題が生じるおそれがあ
る。また、教官についても、適宜消防大学校に入校するなど研修が必要であり、研修期間中は教官と
しての対応が困難であることから、基準における教員数の増が必要である。

・基準の考え方について、年間平均在籍学生数で教員数を算出するのではなく、ピーク時の在籍学生
数を考慮して算出するほうが望ましいと考える。学生数１２０人以上について、具体的には、学生２０人
ごとに教員数１人を加えた数以上として欲しい。

・実技訓練の指導や各専科毎の専門領域を担当する教員が必要、また、基準どおりの人員では対応
出来ないため教育の算定根拠とともに、別表３の見直しをお願いしたい。（教員数の規則緩和が必要）

・訓練の安全管理上の観点から、是非とも増員が必要と考える。（複数意見）

・年平均在籍数どおりの配置では、繁忙期と閑散期で教官の過不足が著しく、教育訓練に支障が生じ
てしまうため、もっと教育訓練の内容・期間などを加味して人員配置ができるように、画一的な人員算
定基準からの見直しが必要と考える。

・本校では、国の基準で定められている教育をほぼ毎年度実施している。また、大量退職に伴う初任
教育入校生の増加(近年60名を超えている)、消防団基礎教育の出前教育(年間600名修了)の実施、消
防団消防操法指導・県大会運営、さらに特別教育水難救助・指揮隊・体育指導員・はしご自動車教育
の実施など現教官数6名では対応に困難である。安全管理上からも基準の見直しを検討願いたい。

・本校の教員数（13人）は、基準別表に基づく教員数（11人以上）を充足しているが、教育訓練実施時
において、安全管理上や教育効果の面から、現状でも教員数の不足を感じることがしばしばあり、平均
在籍学生数ではなく初任教育生の数を基準とするなど、基準の教員数の見直し（増員）が必要であると
考える。

※消防学校の教育訓練に関する調査結果より抜粋 
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　※消防学校数＝５５校（東京都は東京消防庁消防学校１校として計上）

　１　開講数

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

初任教育 76 76 78 82 93 91 90 87 87 88

専科教育 296 304 305 312 333 322 299 305 306 271

幹部教育 128 149 128 135 151 156 144 138 130 122

特別教育 347 355 365 362 333 313 334 428 494 398

合計 847 884 876 891 910 882 867 958 1,017 879

　２　受講者数

6,508人

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

初任教育 4,040 3,762 4,225 5,309 6,458 6,382 6,387 6,208 6,438 6,496

専科教育 10,239 9,845 10,586 10,446 10,284 10,236 10,069 10,636 11,204 10,153

幹部教育 3,790 3,973 3,469 3,627 3,657 4,042 4,508 4,963 4,432 4,469

特別教育 10,040 9,550 9,667 9,192 9,687 8,655 9,201 10,224 13,880 10,792

合計 28,109 27,130 27,947 28,574 30,086 29,315 30,165 32,031 35,954 31,910

■　教育訓練実施状況の推移

H26年度初任教育受講者

（単位：回）

（単位：人）
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　３　時間数

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

初任教育 75,916 75,132 82,854 87,633 92,007 74,449 74,529 70,232 71,912 75,181

専科教育 36,833 36,934 38,454 38,775 42,341 40,655 37,629 38,034 36,167 34,984

幹部教育 5,830 6,419 5,298 5,439 6,561 6,649 6,457 5,891 5,766 6,397

特別教育 20,906 15,572 26,671 22,262 16,891 14,660 16,373 16,503 17,550 16,878

合計 139,485 134,057 153,277 154,109 157,800 136,413 134,988 130,660 131,395 133,439

　４　平均時間数

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

初任教育 998.9 988.6 1,062.2 1,068.7 989.3 818.1 828.1 807.3 826.6 854.3

専科教育 124.4 121.5 126.1 124.3 127.2 126.3 125.8 124.7 118.2 129.0

幹部教育 45.5 43.1 41.4 40.3 43.5 42.6 44.8 42.7 44.4 52.4

特別教育 60.2 43.9 73.1 61.5 50.7 46.8 49.0 38.6 35.5 42.4

全体平均 164.7 151.6 175.0 173.0 173.4 154.7 155.7 136.4 129.2 151.8

（単位：時間）

（単位：時間）
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　５　訓練実施状況の比較（25年度・16年度）
　 　　　※消防学校数＝５５校（東京都は東京消防庁消防学校１校として計上）

受講者全体に
占める割合

総時間数に占
める割合

受講者全体に
占める割合

総時間数に
占める割合

76 4,040 14.4% 75,916 54.4% 998.9 88 6,496 20.4% 75,181 56.3% 854.3 15.8% 60.8% -1.0% -14.5%

36 858 3.1% 2,026 1.5% 56.3 36 1,023 3.2% 2,387 1.8% 66.3 0.0% 19.2% 17.8% 17.8%

20 669 2.4% 911 0.7% 45.6 26 671 2.1% 1,440 1.1% 55.4 30.0% 0.3% 58.1% 21.5%

49 1,415 5.0% 2,932 2.1% 59.8 35 926 2.9% 2,468 1.8% 70.5 -28.6% -34.6% -15.8% 17.9%

17 392 1.4% 734 0.5% 43.2 17 361 1.1% 654 0.5% 38.5 0.0% -7.9% -10.9% -10.9%

38 1,038 3.7% 2,285 1.6% 60.1 41 1,148 3.6% 2,686 2.0% 65.5 7.9% 10.6% 17.5% 9.0%

74 3,843 13.7% 18,792 13.5% 253.9 68 4,458 14.0% 18,136 13.6% 266.7 -8.1% 16.0% -3.5% 5.0%

救急Ⅱ課程 10 548 1.9% 1,627 1.2% 162.7 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0%

52 1,476 5.3% 7,526 5.4% 144.7 48 1,566 4.9% 7,212 5.4% 150.3 -7.7% 6.1% -4.2% 3.9%

296 10,239 36.4% 36,833 26.4% 124.4 271 10,153 31.8% 34,983 26.2% 129.1 -8.4% -0.8% -5.0% 3.8%

58 1,914 6.8% 3,666 2.6% 63.2 60 2,920 9.2% 3,849 2.9% 64.2 3.4% 52.6% 5.0% 1.6%

44 1,077 3.8% 1,805 1.3% 41.0 40 1,034 3.2% 2,020 1.5% 50.5 -9.1% -4.0% 11.9% 23.2%

26 799 2.8% 359 0.3% 13.8 22 515 1.6% 528 0.4% 24.0 -15.4% -35.5% 47.1% 73.9%

128 3,790 13.5% 5,830 4.2% 45.5 122 4,469 14.0% 6,397 4.8% 52.4 -4.7% 17.9% 9.7% 15.2%

347 10,040 35.7% 20,906 15.0% 60.2 398 10,792 33.8% 16,878 12.6% 42.4 14.7% 7.5% -19.3% -29.6%

847 28,109 100.0% 139,485 100.0% 164.7 879 31,910 100.0% 133,439 100.0% 151.8 3.8% 13.5% -4.3% -7.8%

771 24,069 85.6% 63,569 45.6% 82.5 791 25,414 79.6% 58,258 43.7% 73.7 2.6% 5.6% -8.4% -10.7%

２５年度実績

開講数

受講者数 時間数

平均時間

１６年度実績

受講者数

開講数

時間数

幹部教育

特別教育

上級幹部科

警防科

危険物科

救急科

時間数受講者数平均時間 開講数

火災調査科

中級幹部科

初任教育

合計

初任教育を除いた教育

25年度と16年度の比較（増加・減少率）

救助科

専科教育

初級幹部科

平均時間

特殊災害科

予防査察科
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　　※消防学校数（東京都は東京消防庁消防学校１校とし、「指定都市等」に計上）

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６

都道府県 5,241 4,455 4,075 3,491 3,171 3,191 2,974 2,993 2,927 2,652 2,711

指定都市
等

1,267 1,238 1,161 1,036 1,018 1,048 997 963 984 909 951

合計 6,508 5,693 5,236 4,527 4,189 4,239 3,971 3,956 3,911 3,561 3,662

※東京都は、指定都市等に計上

■　向こう１０年の初任教育学生数の予測

（単位：人）
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１回 ２回 ３回以上

0 33 21 1 55 55 55 55 55.0

0.0% 60.0% 38.2% 1.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

21 32 2 0 34 36 34 27 32.8

38.2% 94.1% 5.9% 0.0% 61.8% 65.5% 61.8% 49.1% 59.5%

28 27 0 0 27 29 28 23 26.8

50.9% 100.0% 0.0% 0.0% 49.1% 52.7% 50.9% 41.8% 48.6%

19 36 0 0 36 40 35 41 38.0

34.5% 100.0% 0.0% 0.0% 65.5% 72.7% 63.6% 74.5% 69.1%

38 17 0 0 17 20 21 15 18.3

69.1% 100.0% 0.0% 0.0% 30.9% 36.4% 38.2% 27.3% 33.2%

16 37 1 1 39 35 36 39 37.3

29.1% 94.9% 2.6% 2.6% 70.9% 63.6% 65.5% 70.9% 67.7%

1 42 10 2 54 54 54 54 54.0

1.8% 77.8% 18.5% 3.7% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2%

10 43 2 0 45 48 47 48 47.0

18.2% 95.6% 4.4% 0.0% 81.8% 87.3% 85.5% 87.3% 85.5%

24 22 6 3 31 31 33 32 31.8

43.6% 71.0% 19.4% 9.7% 56.4% 56.4% 60.0% 58.2% 57.7%

24 28 0 3 31 34 34 34 33.3

43.6% 90.3% 0.0% 9.7% 56.4% 61.8% 61.8% 61.8% 60.5%

34 19 1 1 21 25 21 29 24.0

61.8% 90.5% 4.8% 4.8% 38.2% 45.5% 38.2% 52.7% 43.6%

平成２５年度の開講状況

特殊災害科

予防査察科

平成２５年度の開講状況（校） 過去の開講数（校）

未開講 開講 Ｈ２４ Ｈ２２

（単位：校）　　※消防学校数＝５５校（東京都は東京消防庁消防学校１校として計上）

■　消防学校における教育訓練開講状況

救助科

幹
部
教
育

初級幹部科

中級幹部科

上級幹部科

危険物科

火災調査科

救急科

初任教育

専
科
教
育

警防科

過去４年間
の平均開
講数Ｈ２３

55 

34 

27 

36 

17 

39 

54 

45 
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21 
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■　平成２５年度における教育訓練の開講状況

基準時間 基準どおり 多い 少ない

55 5 45 5

100.0% 9.1% 81.8% 9.1%

34 20 8 6

61.8% 58.8% 23.5% 17.6%

27 11 11 5

49.1% 40.7% 40.7% 18.5%

36 13 12 11

65.5% 36.1% 33.3% 30.6%

17 10 6 1

30.9% 58.8% 35.3% 5.9%

39 22 9 8

70.9% 56.4% 23.1% 20.5%

54 3 51

98.2% 5.6% 94.4% 0.0%

45 16 26 3

81.8% 35.6% 57.8% 6.7%

31 13 5 13

56.4% 41.9% 16.1% 41.9%

31 12 11 8

56.4% 38.7% 35.5% 25.8%

21 5 7 9

38.2% 23.8% 33.3% 42.9%

《多い》
・部外講師による講話等を増

《少ない》
・対象を司令以上とし、カリキュラムを構成

《多い》
・専科教育（救急科等）を併せて実施
・実科訓練を増

《少ない》
・各消防本部と連携
・行事を減

《多い》
・特殊災害科の内容を併合
・指揮要領を増

《少ない》
・図上訓練を減
・各本部での所属教育で補完

《多い》
・想定訓練、事例研究を追加　　・化学災害関係を増
・放射性物質災害関係を増

《少ない》
・各本部の所属教育で補完

《多い》
・危険物関係を増
・「査察」を増

《少ない》
・各本部の所属教育で補完　　・危険物科と統合
・「危険物規制」を危険物科へ移行

《多い》
・「査察」「違反処理」を追加
・予防検定の条件を満たすようにカリキュラムを編成

《少ない》
・各本部の所属教育で補完
・予防査察科と統合

《多い》
・「調査実習」を増

《少ない》
・各本部の所属教育で補完

《多い》
・応急手当指導員の講習を追加
・実技訓練を増　　・シミュレーション訓練を増

《少ない》

《多い》
・「救助訓練」を増
・急流救助訓練、ＣＳＲ訓練を追加

《少ない》
・各本部の所属教育で補完

《多い》
・部外講師による講話等を増
・昇任者教育として位置づけ内容（時間数）を充実

《少ない》
・中級幹部科と統合
・昇任者教育として位置づけ独自の内容（時間数）で実施

《多い》
・部外講師による講話等を増
・「現場指揮」を増

専
科
教
育

警防科 70

特殊災害科 49

予防査察科 70

危険物科 35

開講
開講時の時間数と基準に定める時間数との比較

基準と異なる点

初任教育 800

    ※消防学校数＝５５校（東京都は東京消防庁消防学校１校として計上）

幹
部
教
育

初級幹部科 70

中級幹部科 49

上級幹部科 21

火災調査科 70

救急科 250

救助科 140

《少ない》
・昇任者教育として位置づけ独自の内容（時間数）で実施
・初級幹部科と統合
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■専科教育開講頻度

　・Ｎ＝５５校＝都道府県：４６校（東京都は指定都市等に計上）＋指定都市等：９校

　・毎年開講としていない場合の理由については、別紙参照

　・H25年度までの実施状況も含むため、大阪市消防学校も計上。

その他の内訳

校数 20 18 2 3 3

割合 43.5% 39.1% 4.3% 6.5% 6.5%

校数 3 0 0 4 2

割合 33.3% 0.0% 0.0% 44.4% 22.2%

校数 12 18 3 9 4

割合 26.1% 39.1% 6.5% 19.6% 8.7%

校数 5 1 0 1 2

割合 55.6% 11.1% 0.0% 11.1% 22.2%

校数 16 23 6 0 1

割合 34.8% 50.0% 13.0% 0.0% 2.2%

校数 6 0 0 2 1

割合 66.7% 0.0% 0.0% 22.2% 11.1%

校数 6 20 8 12 0

割合 13.0% 43.5% 17.4% 26.1% 0.0%

校数 1 1 0 5 2

割合 11.1% 11.1% 0.0% 55.6% 22.2%

校数 16 23 7 0 0

割合 29.1% 41.8% 12.7% 0.0% 0.0%

校数 6 1 0 1 1

割合 66.7% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1%

校数 46 0 0 0 0

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

校数 8 0 0 1 0

割合 88.9% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%

校数 32 14 0 0 0

割合 69.6% 30.4% 0.0% 0.0% 0.0%

校数 9 0 0 0 0

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他

専
　
科
　
教
　
育

警
防
科

都
道
府
県

・事前調査で10名以上であれば開講
・学校の体制、需要を考慮し、また、消防長会との協議の上で
決定
・休講中。初級幹部科及び警防実務研修で実施

指
定
都
市
等

・教育調整会議で審議し、決定
・必要に応じ実施

特
殊
災
害
科

都
道
府
県

・救助科内で実施（２校）※救助科の時間数：基準（140時間）
どおり１校、基準より多い（＋21時間）１校
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の
上で決定している。
・他県消防学校へ委託

毎年 隔年
３年に
1回

未
開講

指
定
都
市
等

・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。
・３年に２回実施

予
防
査
察
科

都
道
府
県

・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の
上で決定している。

指
定
都
市
等

・会議で決定する。

火
災
調
査
科

都
道
府
県

―

指
定
都
市
等

・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。

危
険
物
科

都
道
府
県

―

指
定
都
市
等

・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。
・会議で決定する。

救
助
科

都
道
府
県

―

指
定
都
市
等

―

救
急
科

都
道
府
県

―

指
定
都
市
等

※未開校の１校は、初任教育の中に組み込んでおり、専科と
しての実施はないため。
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その他の内訳

校数 23 18 2 7 5

割合 41.8% 32.7% 3.6% 12.7% 9.1%

その他の内訳

校数 17 19 3 10 6

割合 30.9% 34.5% 5.5% 18.2% 10.9%

■種別ごとの開講状況等（専科）

○警防科

・救助科内で実施（２校）※救助科の時間数：基準（140時間）ど
おり１校、基準より多い（＋21時間）１校
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上
で決定している。
・他県消防学校へ委託
・担当部で実施しており、学校教育では実施していない。
・３年に２回実施

毎年 隔年 未開講
３年に
1回

その他

【施設・設備、収容人員等】
・対応可能な教員数及び寄宿舎のキャパと受講希望者数を勘案
・初任教育を年度を通じて実施しており、収容人員の関係から初任学生の現場研修期間中以外は専科教育
等が実施できないため、隔年ないし３年に1回の開催としている。
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育を２期制としているため、一部の専科を隔年とせざるを得ないため。
【他の専科教育との兼ね合い】
・他の専科とのバランス
【本部等のニーズ】
・入校希望者が少ない。毎年開講するほど受講者が集まらない。（など同様の意見７校）
・消防本部と消防学校の協議による。
・消防本部の実情（人員不足）を踏まえたもの。
・教育スケジュール及び入校者数を勘案している。
・県下消防本部の実情（人員及び予算）により、毎年開講できない。
【その他】
・指揮課程（特別教育）で同内容の研修を実施しているため。
・ポンプ機関技術研修、特別操作機関技術研修、機動二輪活動技術研修を専科教育として実施しているた
め、警防科は実施していない。

毎年開講しない場合の主な理由

毎年 隔年
３年に
1回

未開講

・事前調査で10名以上であれば開講
・学校の体制、需要を考慮し、また、消防長会との協議の上で
決定
・休講中。初級幹部科及び警防実務研修で実施
・教育調整会議で審議し、決定
・必要に応じ実施

その他

○特殊災害科

毎年開講しない場合の主な理由

【施設・設備、収容人員等】
・対応可能な教員数及び寮宿舎等の状況による制約と当該専科受講者数の状況等を勘案
・授業の進行や施設の受入人数に限界があるため。
・教育用資機材の整備が困難又は不足（２校）
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育を２期制としているため、一部の専科を隔年とせざるを得ない。
【他の専科教育との兼ね合い】
・教育訓練内容が重複する部分が多いため、警防科に統合して実施。（３校）※警防科時間数：基準どおり１
校、基準より多い２校（＋25時間、＋14時間）
・特別高度救助科と交互に実施
・指揮課程で同内容の研修を実施しているため。
【本部等のニーズ】
・基準の改正時に要望調査を実施し、教育内容を救助科と警防科に振り分けて実施することとした。
・入校者が少ないため。毎年開講するほど、受講者が集まらない。（など同様の意見５校）
・5カ年計画により、隔年実施としているため。
・特別教育（実科指導員教育）との隔年実施
・毎年開催では日程的に困難なため、危険物科と隔年実施
・職員を派遣する各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に支障が生じる恐れがあるた
め。
・県内消防本部及び消防学校の協議による。

78



その他の内訳

校数 22 23 6 2 2

割合 40.0% 41.8% 10.9% 3.6% 3.6%

その他の内訳

校数 7 21 8 17 2

割合 12.7% 38.2% 14.5% 30.9% 3.6%

毎年開講しない場合の主な理由

【施設・設備、収容人員等】
・授業の進行や施設の受入人数に限界がある
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育を２期制としているため、一部の専科を隔年とせざるを得ないため。
【他の専科教育との兼ね合い】
・予防査察科との受講者の重複が多く、受講人員を確保するため隔年で実施
・予防科と隔年で実施
・毎年開催では日程的に困難なため、特殊災害科と隔年実施
【本部等のニーズ】
・消防本部からの要望がないため。受講希望者が少ないため。（など同様の意見５校）
職員を派遣する各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に不安が生じる恐れがあるため。
・教育スケジュール及び入校者数の関係から隔年実施としている。
【その他】
・今年度から予防課の危険物課程として実施
・専門的講義ができないため。
・主管課所属教育により実施
・予防科の中に危険物の内容が組み込まれているため。
・特別教育として実施

○危険物科

毎年開講しない場合の主な理由

【施設・設備、収容人員等】
・対応可能な教官数及び寮宿舎等の状況による制約と当該専科受講者数の状況等を勘案したことによる。
（危険物科と統合し、予防総合科として隔年実施）
・授業の進行や施設の受入人数に限界があるため。
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育を２期制としているため、一部の専科を隔年とせざるを得ないため。（２校）
【他の専科教育との兼ね合い】
・危険物科との受講者の重複が多く、受講人員を確保するため隔年で実施
・危険物科と隔年で実施
・火災調査科との隔年実施（２校）
・警防・救助と予防査察・火災調査を隔年で実施
【本部等のニーズ】
・職員を派遣する各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に不安が生じる恐れがあるた
め。
・毎年開講するほど、受講者が集まらない。入校希望者が少ないから。（など同様の意見５校）
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上で決定している。
【その他】
・県内消防本部及び消防学校の協議による。
・県下消防本部の実情（人員及び予算）により、毎年開講できない。
・特別教育として予防・査察・防火管理を分けて実施

・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。
・会議で決定する。

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

○予防査察科

・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上
で決定している。
・会議で決定する。
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その他の内訳

校数 22 24 7 1 1

割合 40.0% 43.6% 12.7% 1.8% 1.8%

その他の内訳

校数 54 0 0 1 0

割合 98.2% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0%

その他の内訳

校数 41 14 0 0 0

割合 74.5% 25.5% 0.0% 0.0% 0.0%

○救助科

毎年開講しない場合の主な理由

毎年開講しない場合の主な理由

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

その他

○火災調査科

毎年開講しない場合の主な理由

【施設・設備、収容人員等】
・授業の進行や施設の受入人数に限界がある。
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育を２期制としているため、一部の専科を隔年とせざるを得ないため。（２校）
【他の専科教育との兼ね合い】
・毎年開催では日程的に困難なため、予防査察科と隔年実施
・火災調査科と火災原因調査講習会を隔年で実施
・危険物科と隔年で実施（２校）
・警防・救助と予防査察・火災調査を隔年で実施
【本部等のニーズ】
・消防本部の希望が少ないため。まとまった入校人員が確保できないため。（など同様意見４校）
・職員を派遣する各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に不安が生じる恐れがあるた
め。
・教育スケジュール及び入校者数の関係から隔年実施としている。
・県内消防本部及び消防学校の協議による。
・県下消防本部の実情（人員及び予算）により、毎年開講できない。（２校）
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上で決定している。
【その他】
・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。
・特別教育として実施

○救急科

毎年 隔年
３年に
1回

未開講

・担当部で実施しているため、学校研修では実施していない。

【施設・設備、収容人員等】
・授業の進行や施設の受入人数に限界がある
【初任教育との兼ね合い】
・初任教育期間中は、専科の開講は困難。水難救助研修（特別教育）との隔年実施
・初任教育と救急教育の受講希望が多いため。
【他の専科教育との兼ね合い】
・警防科・救助科と予防査察科・火災調査科を隔年で実施
【本部等のニーズ】
・毎年開講するほど受講者が集まらない。（など同様の意見３校）
・学校の体制と需要等を考慮し、また、消防長会と協議のうえ決定
・5か年計画により、隔年実施としている。
・職員を派遣する各消防本部が同時期に複数の人員を派遣した場合、体制に支障が生じる恐れがある。

・初任教育の中に組み込んでいるため、専科としての実施はない。

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他
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■幹部教育開講頻度

　・Ｎ＝５５校＝都道府県：４６校（東京都は指定都市等に計上）＋指定都市等：９校

　・毎年開講としていない場合の理由については、別紙参照

　・H25年度までの実施状況も含むため、大阪市消防学校も計上。

その他の内訳

校数 12 17 5 9 3

割合 26.1% 37.0% 10.9% 19.6% 6.5%

校数 9 0 0 0 0

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

校数 13 20 5 4 4

割合 28.3% 43.5% 10.9% 8.7% 8.7%

校数 9 0 0 0 0

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

校数 9 10 10 11 6

割合 19.6% 21.7% 21.7% 23.9% 13.0%

校数 9 0 0 0 0

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

幹
部
教
育

毎年 隔年

初
級
幹
部
科

都
道
府
県

上
級
幹
部
科

都
道
府
県

中
級
幹
部
科

都
道
府
県

・入校者が少ない。（２校）
・教場の確保が困難なため、平成２３年度から未実施
・事前調査で10名以上の希望があれば開講する。
・対象職員がいる場合に不定期に実施している。
・需要がある場合に実施している。

指
定
都
市
等

未
開講

その他
３年に
1回

・毎年開講するほど受講者が集まらない。
・事前調査で10名以上の希望があれば開講する。
・休止中。入校希望者が限定され、多数の入校者が見込まれ
ないため。

指
定
都
市
等

―

・休止中。
・教場の確保が困難なため、平成２３年度から未実施
・３年に２回実施。
・毎年開講するほど受講者が集まらない。

指
定
都
市
等

―
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その他の内訳

校数 21 17 5 9 3

割合 38.2% 30.9% 9.1% 16.4% 5.5%

その他の内訳

校数 22 20 5 4 4

割合 40.0% 36.4% 9.1% 7.3% 7.3%

その他の内訳

校数 18 10 10 11 6

割合 32.7% 18.2% 18.2% 20.0% 10.9%

■種別ごとの開講状況等（幹部科）

○初級幹部科

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

・休止中（入校対象者が限定され、多数の入校者が見込まれな
いため）
・事前調査で10名以上で有れば開講
・毎年開講するほど、受講者が集まらない(不定期）。

毎年開講しない場合の主な理由
【施設・設備、収容人員等】
・授業の進行や施設の受入人数に限界があるため。
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上で決定している。
【他の幹部教育との兼ね合い】
・受講者の枠を広げ、中級幹部科に併合
・中級幹部科と統合、初・中級幹部科として実施
【消防本部等のニーズ】
・消防本部からの要望が少ないため、中級幹部科に一本化
・本部からの希望がない。受講人数の確保が困難。入校希望者が少ない。（など同様の意見５校）
・各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に不安が生じる恐れがあるため。
・教育スケジュール及び入校者数の関係から隔年実施としている。
・入校希望を専科優先としている本部が多い。
・県内消防本部及び消防学校の協議による。
・専門的講義ができないため。
・入校者数が少なくなるため（初級・上級）と、（中級）で隔年実施

○中級幹部科

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他

・初任総合教育（初任教育・救助科・救急科）を年度を通じて実
施しているため、閉校して専科及び幹部科の実施が困難
・教場の確保が困難なため
・事前調査で10名以上の希望者があれば開講
・不定期実施。対象者がいた場合のみ実施
・希望があるときに実施
・会議で決定する

毎年開講しない場合の主な理由

【施設・設備、収容人員等】
・教場の確保が困難。
【本部等のニーズ】
・受講者の減少により休止中（消防大学校での「新任消防長・学校長科」の一括教育を受講）
・基準の改正時に要望調査を実施し、要望が低かったため未実施
・受講人員の確保が困難。入校希望者が少ない。（など同様の意見１１校）
・入校者数が少ないため。
【その他】
・指揮隊長科に名称変更したため。
・消防司令長は消防長1人だけの本部が大半であるため、受講ニーズも少ない。

・休止中（入校対象者が限定され、多数の入校者が見込まれな
いため）
・平成23年度から未実施、教場確保困難のため
・3年に2回。毎年開講するほど、受講者が集まらない。
・上級幹部科に替えて実施

毎年開講しない場合の主な理由
【施設・設備、収容人員等】
・授業の進行や施設の受入人数に限界があるため。
・学校の体制、教育需要を考慮し、また消防長会との協議の上で決定している。
【他の幹部科との兼ね合い】
・初級幹部科と統合、初・中級幹部科として実施
・上級幹部科に替え実施
【本部等のニーズ】
・5カ年計画により、隔年実施としているため。
・各消防本部が同時期に複数の人数を派遣した場合、体制に不安が生じる恐れがあるため。
・教育スケジュール及び入校者数の関係から隔年実施としている。
・入校希望者が少ない。消防本部からの要望がない。（など同様の意見５校）
・県内消防本部及び消防学校の協議による。
【その他】
・専門的講義ができないため

○上級幹部科

毎年 隔年
３年に
1回

未開講 その他
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■　消防団員を対象とする教育訓練実施状況
（1）２３年度実績 （人）

学校教育 教員派遣 計

基礎教育 3,337 800 4,137

940 4,131 5,071

1,277 1,408 2,685

専科教育 2,217 5,539 7,756

2,749 1,228 3,977

2,656 0 2,656

5,405 1,228 6,633

11,244 21,852 33,096

22,203 29,419 51,622

（２）２４年度実績 （人）

学校教育 教員派遣 計

基礎教育 5,167 643 5,810

933 5,208 6,141

1,348 1,412 2,760

専科教育 2,281 6,620 8,901

3,493 979 4,472

3,027 0 3,027

6,520 979 7,499

10,450 23,884 34,334

24,418 32,126 56,544

（３）２５年度実績 （人）

学校教育 教員派遣 計

基礎教育 4,108 5,437 9,545

932 3,068 4,000

1,529 1,374 2,903

専科教育 2,461 4,442 6,903

3,857 380 4,237

2,733 0 2,733

6,590 380 6,970

7,412 20,148 27,560

20,571 30,407 50,978

機関科

警防科

２３年度実績

初級幹部科

中級幹部科

中級幹部科

２４年度実績

初級幹部科

幹部教育

合計

２５年度実績

機関科

幹部教育

特別教育

警防科

合計

特別教育

特別教育

合計

機関科

初級幹部科

中級幹部科

幹部教育

警防科
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　１　人権教育の状況

２３年度実績 ２４年度実績 ２５年度実績

52 52 51

113 116 88

420 361 281
10,161 11,533 9,398

3.7 3.1 3.2
89.9 99.4 106.8

　２　惨事ストレスに関する教育の実施状況

２３年度実績 ２４年度実績 ２５年度実績

54 53 55

162 167 140

488 485 450
10,823 11,148 10,612

3.0 2.9 3.2
66.8 66.8 75.8

　３　自主防災組織構成員に対する教育の実施状況

２３年度実績 ２４年度実績 ２５年度実績

20 20 24

59 95 74

444 682 550
2,304 3,055 2,539

3.0 4.8 3.1

7.5 7.2 7.4
39.1 32.2 34.3

　４　市民教育等

２３年度実績 ２４年度実績 ２５年度実績

33 29 34

233 169 204

1,309 1,355 1,462
11,733 9,475 8,036

7.1 5.8 6.0

5.6 8.0 7.2
50.4 56.1 39.4

■　その他の教育訓練実施状況

平均時間数

平均受講者数

受講者数

平均回数

時間数

実施校数

受講者数

実施回数

時間数

実施校数

実施回数

平均回数

平均受講者数

平均時間数

実施校数

教育課程数

平均時間数

平均受講者数

時間数

受講者数

平均時間数

平均受講者数

実施校数

教育課程数

時間数

受講者数
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■過去の検討会経過 

  

 

○平成９年９月～平成１１年３月（消防職団員の教育訓練のあり方検討委員会） 

  【主な検討項目】 

・ 消防職団員の教育訓練の充実方策について 

     ・ 消防学校の施設、人員及び運営について                 

     ・ 消防学校を活用した住民等に対する教育訓練について 

 【検討結果に基づく対応】 

・ 「消防学校の施設、人員及び運営の基準」の一部改正 

 

 

○平成１１年７月～平成１２年２月（消防における教育訓練機関の連携方策検討会） 

【主な検討項目】 

・ 消防教育訓練機関における連携のあり方 

・ 各機関における対応策 

・ 将来に向けた展開の方向性 

 【検討結果に基づく対応】 

・ 消防教育訓練機関における連携の提言 

 

 

○ 平成１４年１２月～平成１５年７月（消防職団員の教育訓練に関する検討会） 

【主な検討項目】 

・ 消防職団員に求められる教育訓練基準の内容及び時間数 

・ 消防職団員教育における消防学校と消防本部等との役割分担 

  【検討結果に基づく対応】  

・ 「消防学校の教育訓練の基準」の全部改正 
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「消防学校における教育訓練に関する検討会」 開催要綱  

 

１ 目的 

近年の災害の態様は、複雑多様化とともに大規模化の様相を強めており、消防機関におい

ても専門化・高度化した対応が求められている。 

このような社会情勢の下、消防職員が適切に職務を遂行するためには知識、技術の向上が

不可欠であり、その基礎となる消防学校等における教育のあり方を検討するとともに、消防

学校における施設や資機材を充実させるなど、効率的・効果的な教育訓練を行う必要がある。 

また、「消防学校の教育訓練の基準（消防庁告示）」は、平成 15年度に抜本的な見直しが行

われて以降、10年が経過しており、現状を踏まえた見直しが必要となっている。 

こうしたことから、消防職員への教育訓練を更に充実させることを目的として、必要な検

討を行うことを目的とする。 

 

２ 検討項目 

⑴  消防学校における教育訓練内容の見直しについて 

⑵  消防学校の施設・資機材等について 

⑶  消防学校の連携について 

 

３ 検討会について 

⑴  検討会は、座長及び構成員をもって構成する。 

⑵ 座長は消防庁審議官とする。また、構成員は消防学校の関係者及び消防防災機関の関係

者の中から消防庁長官が委嘱する。 

⑶ 座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

⑷ 座長に事故がある場合は、座長の指名する者がその職務を代理する。 

⑸ 座長は、必要があると認めるときには、オブザーバーの出席を認めることができる。 

 

４ 任期 

  座長及び構成員の任期は、委嘱の日から平成２７年３月３１日までとする。 

 

５ 事務局  

  消防庁消防・救急課に事務局を置く。 

 

６ 雑則 

この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 
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消防学校における教育訓練に関する検討会開催経過 

 

 

○ 平成２６年５月２０日 第１回検討会 

(1) 主な検討事項について  

・消防学校における教育訓練内容について  

・消防学校の施設・資機材について  

・消防学校の連携について  

(2) 「消防学校の教育訓練に関する調査」（実態調査）の内容について  

(3) その他 

・「米国 TEEX（ティークス）に見る消防訓練の実例について」（在日米陸軍統合消防本部（当 

時）熊丸由布治氏 ※オブザーバー） 

・「消防大学校における教育訓練について」（消防大学校副校長 門倉委員） 

 

 

○ 平成２６年９月１２日 第２回検討会 

(1) 各消防学校における取組事例等  

・ 「大阪府・市消防学校の統合・機能強化とその効果等について」 

・ 「宮城県消防学校におけるＩＣＴを活用した教育訓練の取組等について」 

(2) 主な検討事項について  

・ 消防学校の教育訓練に関する調査等の結果について  

・ これまでの調査結果や意見を踏まえた検討会の論点と方向性について 

 

 

○ 平成２６年１１月７日 第３回検討会 

(1) 取組事例の紹介 

・ 消防学校の取組事例（東京消防庁消防学校） 

(2) 主な検討事項について 

・ 資料説明 

・ 議論 

(3) その他 

 

 

○ 平成２７年 ２月４日 第４回検討会 

 (1) 消防学校における教育訓練に関する検討会報告書（案）について 

 (2) 今後の予定について 
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消防学校における教育訓練に関する検討会委員名簿 

（敬称略：五十音順） 

 

【座長】 

武田 俊彦  消防庁審議官（～平成２６年７月）  

 北崎 秀一  消防庁審議官（平成２６年７月～） 

 

【委 員】  

石橋 一洋  千葉県消防学校教務第二課長  

奥田 博史  大阪府立消防学校教務課長  

落合 千尋  愛知県消防学校教務課長  

門倉  徹  消防大学校副校長  

河下 武史  堺市消防局総務部人事課長  

川田 浩之  香川県消防学校教頭  

越川 善裕  札幌市消防局総務部消防学校教務課長  

庄慶 浩一  兵庫県広域防災センター消防学校副校長兼総務部管理課長  

誠治  東京消防庁消防学校教養課長  

津田 和宏  京都市消防局教養課長  

宮川 淳一  横浜市消防訓練センター教育課長  

山村 孝正  熊本県消防学校教務課長  

渡邊  薫  宮城県消防学校副校長兼教務部長 

 

【第１回検討会オブザーバー】 

 熊丸 由布治 在日米陸軍基地管理隊緊急業務局統合消防本部 消防長特別顧問/通信指令室 

（現 一般社団法人災害対応訓練研究所代表理事） 

 

辻 
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